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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 (千円) 18,136,947 ― 20,567,338 24,776,252 22,340,724 

経常利益 (千円) 1,241,977 ― 1,526,921 2,069,933 724,524 

当期純利益 (千円) 637,065 ― 951,934 1,147,561 129,131 

純資産額 (千円) 2,133,267 ― 3,915,132 4,666,873 4,549,749 

総資産額 (千円) 10,500,869 ― 13,781,389 14,057,395 11,463,160 

１株当たり純資産額 (円) 369,588.94 ― 58,377.84 67,767.95 66,584.95 

１株当たり当期純利益 
金額 

(円) 110,371.74 ― 13,398.93 15,995.43 1,899.42 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額 

(円) ― ― 12,633.85 14,870.47 1,864.41 

自己資本比率 (％) 20.3 ― 28.4 33.2 39.7 

自己資本利益率 (％) 34.6 ― 26.9 26.7 2.8 

株価収益率 (倍) ― ― 29.3 24.0 82.1 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 1,929,952 ― 1,368,371 △246,172 △1,336,893 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △525,042 ― △1,737,395 399,939 △1,972,302 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △135,127 ― 280,194 △537,153 342,199 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 4,476,122 ― 5,655,714 5,272,245 2,305,931 

従業員数 (名) 809 ― 996 1,108 1,040 



(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成15年３月期において、当社の子会社であるパラオ・ファミリーテレホン・カンパニー・インコーポレーテッドの整理

清算により連結子会社がなくなったため平成15年３月期については連結財務諸表を作成しておりません。また、平成16年

３月期において、株式会社アイエフネットを出資設立し、連結子会社となったため、平成16年３月期より連結財務諸表を

作成しております。 

３ 平成13年８月20日付で株式１株につき2.6株の分割を行っております。なお、第17期の１株当たり当期純利益金額は、期

首に分割が行われたものとして計算しております。 

４ 第17期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の残

高がありますが、当社株式は非上場・非登録であり、期中平均株価の把握ができませんので記載しておりません。 

５ 第18期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあ

たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

６ 第17期の株価収益率については、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておりませんので記載しておりません。 

７ 従業員数は、就業人員であります。 

８ 当社は、平成13年８月20日付で株式１株につき2.6株、平成14年11月13日付で株式１株につき２株、平成16年１月20日付

で株式１株につき５株の分割を行っております。 

そこで「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)の適用に伴い各期の１株当たり指標に対して当該会計基準及び適用指針を適

用した上で、これらの分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以

下のとおりとなります。 

なお、当該数値については監査法人トーマツの監査を受けておりません。 

  

  

回次 第17期 

決算年月 平成14年３月 

１株当たり純資産額 (円) 36,092.64 

１株当たり当期純利益金額 (円) 10,170.92 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 (円) ― 



(2) 提出会社の経営指標等 

  

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 (千円) 18,136,947 18,964,946 20,555,593 24,285,195 21,326,368 

経常利益 (千円) 1,258,343 1,397,489 1,559,757 2,029,333 626,805 

当期純利益 (千円) 641,355 771,507 968,726 1,131,368 108,665 

資本金 (千円) 295,800 450,500 494,144 560,141 578,482 

発行済株式総数 (株) 5,772 12,944 65,995 68,585 69,230 

純資産額 (千円) 2,139,121 3,170,677 3,931,924 4,667,473 4,529,883 

総資産額 (千円) 10,507,522 11,954,244 13,680,798 13,826,718 11,128,812 

１株当たり純資産額 (円) 370,603.12 239,545.54 58,633.45 67,776.81 66,294.21 

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

5,000.00 

(―)

8,000.00

(―)

3,000.00

(―)

3,000.00 

(―)

3,000.00

(―)

１株当たり 
当期純利益金額 

(円) 111,115.01 60,367.01 13,656.97 15,752.81 1,598.38 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

(円) ― ― 12,877.16 14,644.92 1,568.92 

自己資本比率 (％) 20.4 26.5 28.7 33.8 40.7 

自己資本利益率 (％) 34.8 29.1 27.3 26.3 2.4 

株価収益率 (倍) ― 3.5 28.8 24.4 97.6 

配当性向 (％) 4.5 13.3 22.0 19.0 187.7 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 561,951 ― ― ― 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 456,979 ― ― ― 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 275,905 ― ― ― 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) ― 5,752,452 ― ― ― 

従業員数 (名) 808 880 986 1,096 1,008 



(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成13年８月20日付で株式１株につき2.6株の分割を行っております。なお、第17期の１株当たり当期純利益金額は、期

首に分割が行われたものとして計算しております。 

３ 第17期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の残

高がありますが、当社株式は非上場・非登録であり、期中平均株価の把握ができませんので記載しておりません。 

４ 第18期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあ

たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

５ 第17期の株価収益率については、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておりませんので記載しておりません。 

６ 従業員数は、就業人員であります。 

７ 当社は、平成13年８月20日付で株式１株につき2.6株、平成14年11月13日付で株式１株につき２株、平成16年１月20日付

で株式１株につき５株の分割を行っております。 

そこで「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)の適用に伴い各期の１株当たり指標に対して当該会計基準及び適用指針を適

用した上で、これらの分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以

下のとおりとなります。 

なお、当該数値については監査法人トーマツの監査を受けておりません。 

  

  

回次 第17期 

決算年月 平成14年３月 

１株当たり純資産額 (円) 36,194.06 

１株当たり配当額 

(内１株当たり中間配当額) 

(円) 

(円) 

500.00 

(―)

１株当たり当期純利益金額 (円) 10,245.25 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 (円) ― 



２ 【沿革】 

昭和60年８月 家庭用ホームテレホンの販売を目的に、大阪市都島区中野町五丁目８番25号にファミリーテレホ

ン株式会社(資本金２百万円)を設立 

岩崎通信機株式会社製ホームテレホン・ビジネスホンの販売活動開始 

昭和62年２月 東京都千代田区にワールドファミリーテレホン株式会社を設立(現 本社情報通信事業部) 

昭和62年７月 愛知県名古屋市中村区にファミリーテレホン東海株式会社を設立(現 東海事業部) 

昭和62年８月 自社技術部門を設置し設置工事・保守メンテナンス開始 

昭和63年11月 兵庫県神戸市中央区に西日本ファミリーテレホン株式会社を設立(現 関西事業部) 

平成元年２月 サービスセンターを設置し営業日の12時間体制の保守受付業務を開始 

平成２年10月 香川県高松市にファミリー通信機サービス株式会社を設立 

平成２年11月 西日本ファミリーテレホン株式会社をエフシステム株式会社に商号変更 

平成４年２月 ファミリー通信機サービス株式会社を株式会社グローバルシステムに商号変更 

平成５年８月 本社を東京都千代田区へ移転 

平成５年10月 移動通信本部を設置し携帯電話機の取扱開始 

平成６年10月 全国各販社をファミリーテレホン株式会社に統合 

平成６年12月 全国のＮＴＴ通信機器事業部と販売店契約締結完了 

平成７年５月 ＮＴＴ以外の商品取扱を目的とし株式会社グローバルシステムを株式会社エーメックに商号変更 

平成８年４月 本社を東京都台東区へ移転 

平成10年２月 関西地区販社のエフシステム株式会社の営業のすべてを関西支社に譲渡し解散 

平成11年３月 関東地区販社のワールドファミリーテレホン株式会社の営業のすべてを東京・関東支社に譲渡し

解散 

東海・北信越・東北・北海道地区販社のファミリーテレホン東海株式会社の営業のすべてを東

海・信越・東日本支社に譲渡し解散 

平成12年３月 ＮＴＴ以外の商品取扱を目的とした株式会社エーメックを解散 

パラオ共和国にパラオ・ナショナル・セルラー・インコーポレーテッドを現地企業パラオ・ナシ

ョナル・コミュニケーション・コーポレーションと共同出資で設立 

平成12年８月 パラオ共和国にパラオ・ファミリーテレホン・カンパニー・インコーポレーテッドを設立 

平成12年10月 パラオ・ナショナル・セルラー・インコーポレーテッドが移動体通信サービス提供の営業開始 

平成13年８月 株式会社エフティコミュニケーションズに商号変更 

平成14年３月 パラオ・ナショナル・セルラー・インコーポレーテッドの全株式をパラオ・ナショナル・コミュ

ニケーション・コーポレーションに譲渡し、事業撤退 

平成14年６月 パラオ・ファミリーテレホン・カンパニー・インコーポレーテッドをパラオ共和国での移動体通

信事業からの撤退に伴い解散 

平成15年３月 日本証券業協会に店頭登録 

平成15年10月 ＩＳＰ事業を目的とした株式会社アイエフネット（連結子会社）を岩崎通信機株式会社と合弁で

設立 

平成16年８月 本社を東京都中央区へ移転 

平成16年12月 ジャスダック証券取引所に上場 

平成17年11月 ＡＳＰ事業を目的とした株式会社フレクソル（連結子会社100％出資）を設立 



３ 【事業の内容】 

当連結会計年度において、当社１００％出資子会社として、株式会社フレクソルを設立し、また、株式の取得により、（株）イ

ー・カムトゥルーが持分法適用関連会社となりました。その結果、当社グループは、株式会社エフティコミュニケーションズ及び

連結子会社２社、関連会社１社（持分法適用）で構成されております。 
なお、当連結会計年度から事業の種類別セグメントの事業区分の方法及び名称を変更しております。 
(1)ソリューション事業 

前連結会計年度まで情報通信サービス関連事業に区分していたオフィスサプライサービスについて、インターネットサービ

ス関連事業に変更し、また、インターネットサービス関連事業に区分していたＳｉｔｅ Ｈｅｌｐｅｒ、ｅ-Ｒａｎｋのソフト

ウェア販売及びホームページ作成サービスについて、情報通信サービス関連事業に変更するとともに、合わせて情報通信サー

ビス関連事業からソリューション事業に名称の変更を行っております。 
①情報通信機器販売 

当社の得意とするブロードバンド等の新しい通信ネットワークに対応しつつ、ＩＰ電話、ＩＰファックス、ビジネスホ

ン、ファクシミリ、複合機、セキュリティ商品等を中小企業並びに個人事業主に対して販売を注力しております。 
②ソフトウェア販売、及びホームページ作成支援 

ホームページ制作支援サービスは、専門知識が無くてもホームページができ、またＳＥＯ(検索エンジン最適化)を提供

し、本格的なホームページと、万全なアフターフォローを提供いたします。 
  

(2)モバイル事業 
主要な事業内容に変更はありませんが、移動通信サービス関連事業からモバイル事業に名称の変更を行っております。 

①モバイル商品販売 
移動体通信事業者より移動体通信機器端末を仕入れ、当社グループ直営店にてユーザーへ販売するとともにＦＭＳ加盟店

（当社グループのモバイル商品のＦＣ代理店）、取次店への販売を行なっております。 
  

(3)サービス＆サポート事業 
前連結会計年度までインターネットサービス関連事業に区分していたＳｉｔｅ Ｈｅｌｐｅｒ、ｅ-Ｒａｎｋのソフトウェ

ア販売及びホームページ作成サービスについて、情報通信サービス関連事業に変更し、情報通信サービス関連事業に区分して

いたオフィスサプライサービスについて、インターネットサービス関連事業に変更するとともに、合わせてインターネットサ

ービス関連事業からサービス＆サポート事業に名称の変更を行っております。 
①ＡＳＰサービス 

ホスティングサービス、人材支援サービス等を、ＡＳＰサービスの商品ラインナップとして取り扱っております。 
②ＩＳＰサービス 

ＩＳＰサービスは、インターネットサービスプロバイダー、ＩＰインフラ、画像サービスをワンストップで提供するイン

ターネット接続サービスを提供しております。 
③オフィスサプライサービス 

当社グループが提供するサービスは、自社ブランド「いますぐねっと」として、中小企業並びに個人事業主向けに、事務

用品、消耗品、コピー用紙ならびにその他什器、備品などをカタログ通信販売やオンラインショッピングで提供しておりま

す。 
  
事業内容と各社の当該事業にかかる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関係は次のとおりです。 

事業の種類別 

セグメントの名称 
主要商品 主な事業内容 主要な会社 

ソリューション事業 情報通信機器販売 

IP電話・IPファックス・ビジネスホ

ン・ファクシミリ・複合機等の販

売、据付・保守料、ネットワーク取

次手数料 

当社 

  
ソフトウェア販売、及びホームペ

ージ作成支援 

ホームページ作成サービス(サイト

ヘルパー、ｅ-Ｒａｎｋ) 
当社 

モバイル事業 モバイル商品販売 携帯電話の販売、移動体加入手数料 当社 

サービス＆サポート事業 

ＡＳＰサービス 
ホスティングサービス、業務支援サ

ービス 

当社 

（株）フレクソル 
（株）イー・カムトゥルー 

ＩＳＰサービス 
ＩＰ電話サービス、インターネット

プロバイダー 
（株）アイエフネット

  オフィスサプライサービス オフィスサプライ通販 当社 



事業の系統図は、次のとおりであります。 
  

 
（注）１ 情報通信機器とは、ＩＰビジネスホン、ＩＰファックス、複合機等の通信端末です。 

２ ソフトウェアとは、サイトヘルパー、ｅ-Ｒａｎｋ等のホームページ作成サービス商材です。 

３ オフィスサプライとは、事務用品、文房具、サプライ等の通販商材です。 

４ ＡＳＰサービスとは、「アプリケーション・サービス・プロバイダー」の略で、インターネットを活用した各種アプリケ

ーションサービスです。  

５ ＩＳＰサービスとは、「インターネット・サービス・プロバイダー」の略で、インターネットを活用したドメインサービ

スです。 



４ 【関係会社の状況】 

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 特定子会社に該当しております。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成18年３月31日現在) 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属しているものでありま

す。 

  

(2) 提出会社の状況 

(平成18年３月31日現在) 

(注) １ 従業員は就業人員であり、出向者は含んでおりません。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業内容 

議決権の
所有割合 
（％） 

関係内容 

（連結子会社） 
株式会社アイエフネット 
(注)２ 

東京都千代田区 200 
サービス&サポート

事業 
51.0 

情報通信機器の仕
入、通 信 費 の 支
払、サポートセン
ター業務の受託 
役員の兼任１名 

（連結子会社） 
株式会社フレクソル 
(注)２ 

東京都中央区 90 
サービス&サポート

事業 
100.0 

事務所の賃貸 
役員の兼任４名 

（持分法適用関連会社） 
株式会社イー・カムトゥル
ー 

北海道札幌市 
中央区 

98 
サービス&サポート

事業 
22.7 

ASPサービス手数料
の支払 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

ソリューション事業 907 

モバイル事業 55 

サービス＆サポート事業 37 

全社(共通) 41 

合計 1,040 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

1,008 31.90 3.90 4,865,616 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

（1）業績 

当連結会計年度の日本経済は、企業収益が高水準で推移するもとで着実に回復してまいりました。それに伴い、個

人消費についても、堅調に推移してきました。 

しかし、原油や原材料の高騰など、慎重に対処していくべき要素も含んだ状態で推移しました。 

情報通信分野に目を向けますと、ブロードバンドユーザー数の中、ＦＴＴＨ(Fiber To The Home:光ファイバー

ケーブルで広帯域情報が送受信できること)のみのユーザーで、463万ユーザー(前年比91.0%増)(平成17年12月末発表

総務省)となっており、より高速な通信サービスに対する需要は急速に増加しております。 

このような事業環境の中、当社グループは、「中小企業支援カンパニー」を目指した事業戦略のもと、業務支援サ

ービスの強化を重点的に行うと同時に、お客様の立場に立ったサービスの導入を目指したＩＴ商材、ＡＳＰサービス

の育成に努めてまいりました。 

また、技術サポートの組織力を活かした原価低減施策を継続的に取組み、収益構造の改善を展開しております。 

モバイル事業においても、ドコモショップへの変更などにより収益の改善に努めてまいりました。 

さらに、企業の社会的責任にかかわる活動として、「コンプライアンス活動」を充実させ、社員教育の徹底ならび

に、「お客様相談室」からのユーザーの声を経営に迅速に反映するなど、全社を挙げて、顧客志向経営に努めまし

た。 

以上のような経営努力を傾注いたしました結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は223億40百万円

(前年同期比9.8％減)、経常利益７億24百万円(前年同期比65.0％減)、当期純利益１億29百万円(前年同期比88.7％減)

となりました。 

主なセグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

当連結会計年度より、事業の種類別セグメントの事業区分の方法及び名称を変更しているため、前年同期比につい

ては記載しておりませんが、前連結会計年度において用いた事業区分の方法及び名称により前年同期比を行うと、売

上高は、情報通信サービス関連事業が27億37百万円の減収、移動通信サービス関連事業が６億42百万円の減収、イン

ターネットサービス関連事業が６億15百万円の増収であり、また、営業利益は、情報通信サービス関連事業が16億31

百万円の減益、移動通信サービス関連事業は赤字幅が38百万円縮小し85百万円の営業損失、インターネットサービス

関連事業は40百万円の減益となりました。 

  

(ソリューション事業) 
情報通信機器販売においては、ブロードバンド環境などの急激な変化にともない、社員教育の遅れ並びに労働市場
の好転により人材確保が当初の計画通り進捗せず、大幅な売上高の減少に至りました。 
また、ソウトウェア販売においては、ホームページの新規開設ならびに、更新需要の高まりから、堅調に推移しま
したが、市場のサービスの変化が早く前年並みの業績に至りました。 
以上により売上高175億98百万円、営業利益19億67百万円となりました。 
  
(モバイル事業) 
キャリアの顧客囲い込み施策のマイショップ戦略によりドコモショップへ１店舗の変更を実施し、事業効率の向上
に取り組みましたが、携帯電話等販売の競争が激しいため、売上高32億64百万円、営業損失85百万円となりました。 
  
(サービス＆サポート事業) 
ＩＳＰサービスはＩＰ電話の市場の普及とコンテンツサービスの拡充により順調に推移しました。ＡＳＰサービス
は、各種サービスを充実することを目的とし各社との業務提携を行いましたが、サービスの立上時期であり、またオ
フィスサプライサービスは、会員獲得費用がかさんだため、結果として売上高18億13百万円、営業損失２億97百万円
となりました。 



（2）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、29億66百万円減少(前年同期比25億82百

万円減)し、当連結会計年度末における残高は、23億５百万円となりました。これは主に、ソリューション事業が大幅

な減益となったことに加え、前受保守料の減少及び法人税等の支払等により営業活動によるキャッシュ・フローが13

億36百万円の資金の支出、定期預金の預入及び固定資産の取得等により投資活動によるキャッシュ・フローが19億72

百万円の支出並びに長期借入による収入及び配当金の支払い等により財務活動によるキャッシュ・フローが３億42百

万円の収入となったことによるものです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動の結果使用した資金は13億36百万円(前年同期比10億90百万円減)となりました。

これは主に、ソリューション事業の販売苦戦により税金等調整前当期純利益が４億88百万円(前年同期比15億45百万円

減)に止まったことに加え、前受保守料の減少による資金の減少12億75百万円及び法人税等の支払いによる支出９億２

百万円を行ったことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は19億72百万円(前期は３億99百万円の資金増)となりまし

た。これは主に、定期預金の預入による支出が純額で９億51百万円、新研修センターにかかる土地の取得及び研修施

設の建設等のため固定資産の取得による支出11億11百万円を行ったことによるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動の結果獲得した資金は３億42百万円(前期は５億37百万円の資金減)となりまし

た。これは主に、配当金の支払いによる支出２億３百万円を、長期借入による収入６億円が上回ったことによるもの

です。 

  

  

  

２ 【仕入及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

当連結会計年度における仕入実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。             

(注)１ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  ２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当連結会計年度から事業の種類別セグメントの事業区分の方法及び名称を変更したため、前年同期比較にあたっては、

前連結会計年度分を変更後の区分に組替えて行っております。 

  

項目 
当連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前年同期比 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) (%) 

ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 4,880,660 72.0 

モ バ イ ル 事 業 2,087,447 82.0 

サ ー ビ ス ＆ サ ポ ー ト 事 業 344,651 812.7 

合          計 7,312,759 78.1 



 (2) 販売実績    

  当連結会計年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

                             

(注)１ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  ２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当連結会計年度から事業の種類別セグメントの事業区分の方法及び名称を変更したため、前年同期比較にあたっては、

前連結会計年度分を変更後の区分に組替えて行っております。 

４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

(注)１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主要な販売先の販売実績については、総販売実績に対する割合が100分の10以上のものについて記載しており、「―」

はその割合が100分の10未満であったことを示しております。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当社グループといたしましては、ソリューション事業におきましては、通信機器の販売と技術サポートにおいて

蓄積してきた独自のインフラと、当社グループが誇る顧客の潜在的ニーズを的確に捉え、組織的、体系的なサービ

ス力の改善・強化を行い、市場・顧客のニーズに的確に応えることにより事業の継続的な成長を図ります。 

具体的には、技術部門におきましては、蓄積してきた「技術力」と「組織機動力」を再利用し新たな「サポー

ト」を創出し、既存顧客におけるサービスの拡大を図ります。 

また、サービス＆サポート事業におきましては、ＡＳＰサービス等により、ＩＳＰ会員に対してコンテンツとサ

ービスの充実を図ります。 

モバイル事業におきましては、販売体制・事業集中・新サービスの開発により採算性の向上を図ります。お客様

の情報をより適格に、より迅速に、個人情報保護法に準拠した上でよりよいサービスに反映し、事業拡大を図りま

す。 

  

項目 
当連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前年同期比 

事業の種類別セグメント

の名称 
主要品目 金額(千円) (%) 

ソリュ ーション 事業 

情 報 通 信 機 器 販 売 14,001,371 84.3 

ソ フ ト ウ ェ ア 販 売 3,566,053 99.1 

小    計 17,567,425 86.9 

モ バ イ ル 事 業 

携 帯 電 話 販 売 高 834,105 66.0 

販 売 手 数 料 2,430,386 92.0 

小     計 3,264,491 83.6 

サービス＆サポート事業 

Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ ス 136,519 143.6 

Ｉ Ｓ Ｐ サ ー ビ ス 983,270 190.0 

オフィスサプライサービス 389,016 818.1 

小      計 1,508,806 228.6 

合              計 22,340,724 90.2 

相手先 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

エヌ・ティ・ティ・リース㈱ 7,983,326 32.9 7,786,293 32.2 

オリックス㈱ 4,226,112 17.4 3,872,132 16.3 

㈱日本ビジネスリース 3,865,143 15.9 ― ― 



４ 【事業等のリスク】 

以下において、当社グループの平成18年３月期の連結財務諸表においての重要なリスク要因となる可能性がある

と考えられる事項を記載しております。 

また、当社グループがお客様に提供する価値は、お客様の快適運用と最適活用を実現することであります。即ち

当社グループの価値は、お客様の期待以上であった時に、当社グループに対する信用や信頼度の向上といった無形

の財産として形成されます。当社グループが属する業界は技術革新が激しく、陳腐化する恐れがあります。この技

術革新スピードに常に対処すべく、組織的に習得するとともに、お客様からの要望をスピーディーに掴み、適切か

つ迅速な対応ができる体制を整えております。 

  

事業の種類別セグメントに係るリスク 

（ソリューション事業） 

当社グループの得意とするコンサルティングセールスを強化するため、アドバイザーの能力強化やマネージャー

の育成等に引き続き注力する方針ですが、優秀な人材の確保・育成が計画通り進まない場合には、業績に影響を受

ける可能性があります。 

  

（モバイル事業） 

当社グループは、東北地区・九州地区においてドコモグループ各社と販売代理店契約を締結し、販売活動をおこ

なっておりますが、各キャリアによって手数料の金額、支払対象期間が異なるとともに、各キャリアは事業方針に

より手数料を変更するので、大幅な取引条件の変更が発生した場合には業績に影響を及ぼす可能性があります。ま

た、現在、移動通信市場は、携帯電話番号のポータビリティの導入など、大きな変革の時代を迎えており、加入者

の飽和状態もあり、競争条件は厳しくなり、これらの変化の波により、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

（サービス＆サポート事業） 

ＩＳＰ事業において、様々なインターネット接続業者が、混在しておりますが、当社グループの強みである中小

企業並びに個人事業主に向けての加入者の獲得が計画通り進捗せず、またサービス面での差別化が図れない場合に

は業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（セキュリティ管理について） 

当社グループが営む、業界においては、当該業務の性格上、多数のお客様の情報を保有しております。当社グル

ープでは、情報の取扱については各種の規程を整備するとともに、教育を徹底しております。このような対策にも

かかわらず当社グループから情報漏洩が万が一にも発生した場合には、損害賠償責任を負う可能性があり、業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

（新規事業について） 

当社グループは、事業規模の拡大と収益源の多様化を進めるため、新サービスの提供を積極的に取り組んでいく

考えであります。これにより教育コスト、広告宣伝費等の追加的な支出が一時的に発生し収益が一時的に低下する

可能性があります。また、予測とは異なり新サービス・新事業などの展開が計画通りに進まない場合、投資を回収

できず、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

（仕入先の依存度について） 

当社グループの主要な仕入先は、「ソリューション事業」および「モバイル事業」において、日本電信電話株式

会社グループ（東日本電信電話㈱・西日本電信電話㈱、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北・㈱エヌ・ティ・ティ・

ドコモ九州（以下「ＮＴＴグループ」と言う。））からの仕入であり、当社グループの総仕入実績に対する割合は

47.7％となっております。 

ＮＴＴグループ各社とは販売代理店契約を締結しており、取引関係は安定していると考えておりますが、仕入条

件や受取手数料の動向等が継続困難となった場合や、主要仕入先の製品需要の動向によっては、業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 



５ 【経営上の重要な契約等】 

当連結会計年度において、(３)業務提携契約に記載の契約を新たに締結しております。なお、当連結会計年度末現

在における締結済みの重要な契約は以下のとおりです。 

(1) 代理店契約 
  

  
  
(2) フランチャイズ契約 

当社では、全国規模で販売網拡充を図るため、ソリューション事業においては、法人の通信機器事業経営希望者

に対し、またモバイル事業においては、法人の店舗運営希望者に対して「ファミリーマルチメディアステーショ

ン」のフランチャイズ契約を結んでおります。 

① 契約の本旨 

当社は、加盟店に対して当社商標等使用の承諾及び加盟店経営のためのノウハウの提供等によりフランチャイ

ズ契約関係を形成すること。 

② なお、主なフランチャイズ契約の内容は次のとおりであります。 
  

会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間 

提出会社 
エヌ・ティ・ティ・ 
コミュニケーションズ㈱ 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株
式会社が提供する電気通信サービスの利用契
約等の取次 

自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日 
以降１年ごとの自動更新

提出会社 東日本電信電話㈱ 
電気通信機器(レンタル商品を除く)の販売に
関する事項 

自 平成11年７月１日 
至 平成12年３月31日 
以降１年ごとの自動更新

提出会社 西日本電信電話㈱ 
電気通信機器(レンタル商品を除く)の販売に
関する事項 

自 平成11年９月１日 
至 平成12年３月31日 
以降１年ごとの自動更新

提出会社 
㈱エヌ・ティ・ティ・ 
ドコモ東北 

自動車携帯電話機器、衛星自動車携帯電話機
器、パケット通信機器、ＰＨＳ機器、無線呼
出機器及びこれらに関連する周辺機器の販売
に関する事項 

自 平成11年12月１日 
至 平成12年３月31日 
以降１年ごとの自動更新

提出会社 ドコモショップの業務受託
自 平成11年12月１日 
至 平成12年３月31日 
以降１年ごとの自動更新

提出会社 
㈱エヌ・ティ・ティ・ 
ドコモ九州 

自動車携帯電話機器、パケット通信機器、Ｐ
ＨＳ機器、無線呼出機器、衛星自動車携帯電
話機器及びこれらに関連する周辺機器の販売
に関する事項 

自 平成12年１月１日 
至 平成12年３月31日 
以降１年ごとの自動更新

会社名 セグメント別 相手方の名称 契約内容 契約期間 

提出会社 
ソリューション
事業 

㈱ドゥオモインターナショナル

相互に協力して通信機
器を取扱い「ＦＣ店」
を展開する。本件対象
商品は、通信機器関連
商品のビジネスホン、
複合機、通信機器関連
ネットワーク商品で
す。 

契約締結の日から１年
間以降１年ごとの自動
更新 

日本アイティー通信㈱

㈲ファイブ 

㈲オフィスエフ 

㈱エム・エムサービス

提出会社 モバイル事業 

㈲オフィスエフ 
相互に協力して移動体
通信機器等を取扱う
「ファミリーマルチメ
ディアステーションフ
ランチャイズチェー
ン」を展開する。本件
対象商品は、移動体関
連商品の携帯端末機
器、携帯関連ネットワ
ーク商品並びに携帯電
話関連のアクセサリー
商品です。 

契約締結の日から１年
間以降１年ごとの自動
更新 

㈱エム・エムサービス

富士燃料㈱ 

甲斐電波サービス㈱ 



 (3) 業務提携契約 

  

６ 【研究開発活動】 

 該当事項はございません。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(１)重要な会計方針及び見積もり 

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基づいて実施して

おります。 

なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。 

  

(２)経営成績の分析 

①営業損益の状況 

売上高は、前年同期の247億76百万円から9.8％減少し223億40百万円となりました。これは主にＩＰビジネス、

ビジネスホン、ＩＰ－ＦＡＸ並びに複合機等の情報通信機器商材の売上高が大幅に減少したことや、携帯電話等

の販売が、キャリアの販売施策により減収となったことによるものです。 

売上原価は、前年同期比８億38百万円減少し120億79百万円(前年同期比6.5％減)、売上原価率はＩＴ関連系の

商材の外注費用の増加により、2.0ポイント上昇して54.1％となりました。 

販売費及び一般管理費は、社内通信のＩＰ化への全面移行など経費削減に努め、前年同期比２億90百万円減少

し96億23百万円となりましたが、売上高の減少により売上高販売費及び一般管理費比率は、3.0ポイント上昇して

43.0％となりました。 

以上の結果、営業利益は、13億7百万円減少し６億38百万円(前年同期比67.2％減)となりました。 

  

②営業外損益の状況 

営業外損益は、メーカー商材からソウトウェア等の自社ブランド商材への移行により、受取販売奨励金の減少

により、86百万円(前年同期比30.7％減)の収益となりました。 

この結果経常利益は、７億24百万円(前年同期比65.0％減)となりました。 

  

③特別損益の状況 

特別損益は、特別損失として投資先の業績が悪化したことから、投資有価証券について２億円の評価損を計上

したこと、また固定資産の減損に係る会計基準の適用により１億51百万円の減損損失を計上したため、２億35百

万円の損失となり、税金等調整前当期純利益は、４億88百万円(前年同期比76.0％減)となりました。 

当期純利益は、１億29百万円(前年同期比88.7％減)となりました。1株当たり当期純利益は、1,899.42円とな

り、前年同期比より14,096.01円の減少となりました。 

会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間 

提出会社 株式会社ディー・エヌ・エー 
インターネットショッピングモール
「アルモ」運営に関する業務提携契約 

自 平成17年９月15日
至 平成20年９月14日 
以降１年ごとの自動更新 

提出会社 株式会社イー・カムトゥルー 
ＡＳＰ方式による業種特化型の業務ア
プリケーション開発ならびに運営に関
する業務提携契約 

自 平成17年８月11日
至 平成19年８月10日 
以降２年ごとの自動更新 

提出会社 株式会社ビジャスト 
人材採用並びに人事支援システムの運
営サポートに関する業務提携契約 

自 平成17年７月５日
至 平成19年７月４日 
以降２年ごとの自動更新 



(３)財政状態の分析 

①売上債権に関する分析 

当社グループは、総販売実績78.6%を占めるソリューション事業においてエンドユーザーとの間においてリース

契約にて販売いたしております。また、モバイル事業において直営店での回収方法は原則として現金であり、回

収方法が短期間であります。 

売上債権の回収状況は次のとおりであります。 

  

②資産の部 

総資産は、前連結会計年度末に比べ25億94百万円減少し、114億63百万円となりました。これは、研修施設取得

により土地及び建設仮勘定が10億20百万円増加しましたが、現金及び預金と長期性預金の合計で20億15百万円の

減少、売上債権が５億97百万円減少、棚卸資産が５億27百万円減少したことが主因です。 

  

③負債の部 

負債は、前連結会計年度末に比べ25億13百万円減少し、67億79百万円となりました。前受保守料が12億75百万

円減少、課税所得の減少により未払法人税等が４億45百万円減少し、さらに退職給付引当金が４億20百万円及び

役員退職慰労引当金が１億36百万円減少したことが主因です。 

  

④少数株主持分 

少数株主持分は、36百万円増加し、１億34百万円となりました。 

  

⑤資本の部 

株主資本は、前連結会計年度末に比べ１億17百万円減少いたしました。主な増加は、ストックオプションの行

使による資本金及び資本剰余金が36百万円、当期純利益１億29百万円であり、主な減少は、配当金の支払い２億

３百万円及び役員賞与の支払80百万円であります。 

  

(４)経営成績に重要な影響を与える要因について 

経営成績に重要な影響を与える要因については、「第２ 事業の状況 ４ 事業等のリスク」に記載しており

ます。 

  

(５)戦略的状況と見通し 

今後の我が国の経済は、原油価格および金利上昇など懸念材料があるものの、デフレ脱却の兆しが見られ、着

実に回復を続けていくものと思われます。 

ブロードバンド回線の普及によりインターネット業界は今後も拡大を続けるものと思われますが、一方で他社

との競合も激化していくものと思われます。 

移動通信市場では、携帯電話の番号ポータビリティ導入や新規参入業者などが予定されており、加入者の維

持、囲い込みが重要課題となっています。また、無線ＬＡＮデュアル端末を利用したモバイルセントレックスな

どのＦＭＣに向けた新しい市場の立ち上がりが見込まれます。 

当社グループでは、市場の拡大や変化による恩恵を十分に享受しつつ、ソリューション事業・モバイル事業・

サービス＆サポート事業の３事業をベースとしながら、今後は、ソリューション事業におけるＩＴサービスと顧

客接点であるサポートに経営資源を重点的に配分していく方針です。 

なお、本有価証券報告書に記載されている見通しなど将来についての事項は、当連結会計年度末に判断したも

のであり、予測しえない経済状況の変化等さまざまな要因があるため、その結果について、当社グループが保証

するものではありません。 

売上債権期首残高 当期発生高 当期回収高 売上債権期末残高 回収率 

2,007,542千円 23,456,869千円 24,054,226千円 1,410,185千円 94.5% 



(６)資本の財源及び資金の流動性についての分析 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して、10億90百万円減少し13億36百万円の支出となり

ました。これは、主として税金等調整前当期純利益は４億88百万円を計上しましたが、前受保守料の減少額12億

75百万円及び法人税等の支払額９億２百万円によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して、23億72百万円減少し19億72百万円の支出となり

ました。これは主に定期預金預入による支出が純額で９億51百万円、固定資産の取得による支出11億11百万円に

よるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して、８億79百万円増加し３億42百万円の収入となり

ました。これは主に長期借入による収入６億円及び配当金の支払２億3百万円によるものであります。 

以上の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて29億66百万円減少し23億５百万円とな

りました。 

  

 (キャッシュ・フロー指標のトレンド) 

（注）上記の値の算出は、いずれも連結ベースの財務数値を用い、以下の式によっております。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  

 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）によっております。 

営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー「小計」に「利息及び配当金の受取

額」を加えた値を用い、有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

  

  

  

  前連結会計年度 当連結会計年度 

自己資本比率 33.2％ 39.7％ 

時価ベースの自己資本比率 184.9％ 93.0％ 

債務償還年数 ―年 ―年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 
  

当社グループ(当社及び連結子会社)は、当連結会計年度において、1,103,102千円の投資を実施しました。セグメン
ト別の設備投資について示すと以下のとおりであります。 
  
(１)ソリューション事業 

販売高の増大を目的とし、主に新規事業所の開設費用として23,004千円投資いたしました。 
  

(２)モバイル事業 
重要な設備投資はございません。 
  

(３)サービス＆サポート事業 
ＡＳＰサービスのシステム強化を目的とし、サーバー設備として25,000千円投資いたしました。 
  

(４)本社 
研修の強化ならびにサポートセンター業務効率化を目的とし、つくばビジネスサポートセンターを建設し
1,020,523千円投資いたしました。 
  
なお、設備投資金額については、有形固定資産の他、保証金への投資を含めて記載しております。 
  

  

２ 【主要な設備の状況】 

(１)提出会社 

平成18年３月31日現在 

  
(注) １ 上記中［ ］は、賃借設備であります。 

２ 上記の他、主要な賃借及びリース設備は、次のとおりであります。 

事業所名 
(所在地) 

セグメント別
設備の 
内容 

帳簿価額(千円)
従業

員数

(名)
建物及び構

築物 
土地

(面積㎡) 

工具、

器具及び

備品 

建設

仮勘定 
保証金

ソフト 
ウェア 合計 

本社 
(東京都中央区) 
他２店所 

全事業 
管理業務 

事務所 717,081

792,703

(510.77)

[190.88]

36,883 ― 13,857 6,346 1,566,873 127 

つくばビジネス 
サポートセンター 
(茨城県つくば市) 

全事業 
管理業務 

事務所 ―

191,000

(4,365.98)

[―]

― 829,523 ― ― 1,020,523 ― 

東北統括本部 
(宮城県仙台市 
宮城野区) 
他７店所 

ソリューシ

ョン事業 
  

事務所 3,143

―

(  ―)

[1,822.39]

3,223 ― 37,825 ― 44,193 166 

関東統括本部 
(埼玉県さいたま市大宮区) 
他８店所 

ソリューシ

ョン事業 
事務所 3,265

―

(  ―)

[1,827.89]

4,539 ― 45,415 ― 53,219 145 

中央第一統括本部 
(東京都台東区) 
他８店所 

ソリューシ

ョン事業 
  

事務所 76,414

286,600

(362.21)

[919.99]

5,560 ― 19,011 ― 387,586 155 

中央第二統括本部 
(大阪府大阪市西区) 
他９店所 

ソリューシ

ョン事業 
事務所 39,791

107,727

(332.93)

[2,048.58]

5,603 ― 37,630 ― 190,752 205 

西日本統括本部 
(福岡県福岡市博多区) 
他７店所 

ソリューシ

ョン事業 
  

事務所 2,558

―

(  ―)

[1,603.29]

4,154 ― 30,890 ― 37,603 155 

移動通信サービス本部 
(東京都中央区) 
他８店所 

モバイル事

業 
事務所 64,575

―

(307.61)

[1,778.69]

10,052 ― 7,270 ― 81,898 55 



  

  

(２)連結子会社 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 上記中［ ］は、賃借設備であります。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

  

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

事業所名 
(所在地) 

セグメント別 設備の内容 リース期間 
年間リース料
(千円) 

リース契約残高
(千円) 

本社 
(東京都中央区) 全社共通 

経理・販売管理シス
テム一式 

5年 65,018 170,313 

会社名 セグメント別
設備の内
容 

帳簿価額(千円)
従業
員数
(名)

建物及び
構築物 

土地
(面積㎡) 

工具、
器具及び
備品 

建設
仮勘定 保証金

ソフト 
ウェア 合計 

(株)アイエフネット 
サービス＆
サポート 
  

事務所 1,247
―
(－)

[338.16]
21,329 ― 10,740 34,533 67,850 16 

(株)フレクソル 
サービス＆
サポート 
  

事務所 ―
―
(－)

[82.5]
― ― ― 21,525 21,525 16 



第４ 【提出会社の状況】 
  

１ 【株式等の状況】 
(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

  

② 【発行済株式】 
  

（注） 提出日現在の発行数には、平成18年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株

式数は含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

イ 平成14年10月10日臨時株主総会決議（第１回新株予約権） 
  

(注) １ 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、付与株式数を

次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行

使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

 調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約

権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とす

る。 

  

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

イ 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１円未満の端数

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 230,000 

計 230,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月28日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 69,230 69,230 
ジャスダック
証券取引所 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 69,230 69,230 ― ― 

  
事業年度末現在
(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日) 

新株予約権の数(個) 110 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,100(注)１、３ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 
１株当たり45,100
(注)１、２ 

同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年11月１日から
平成19年10月31日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   45,100
資本組入額  22,550 
(注)３ 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他一切の処分は認めないも
のとする。 

同左 

調整後発行価額 ＝ 
既発行株式数 × 調整前発行価額 ＋ 新規発行株式数 × １株当り払込価額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



は、これを切り上げる。 

ロ 当社が時価(ただし、当社の株式公開前においては、その時点における調整前払込価額を時価とみなす。)を下回る価

額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算

式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

３ 平成14年10月28日開催の取締役会決議に基づき、平成14年11月13日をもって１株を２株に分割いたしました。また、平成

15年10月15日開催の取締役会決議に基づき、平成16年１月20日をもって１株を５株に分割いたしました。これにより、新

株予約権の目的となる株式の数、発行価格及び資本組入額が調整されています。 

４ 新株予約権の行使の条件に関する事項については「(7)ストックオプション制度の内容」をご参照ください。 

  

ロ 平成16年６月25日定時株主総会決議（第２回新株予約権） 
  

(注) １ 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、付与株式数を

次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行

使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約

権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とす

る。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１円未満の端数

は、これを切り上げる。 

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場

合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

  

３ 主な新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。 

(1) 被付与者が提出会社または提出会社の子会社もしくは関係会社（「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関す

る規則」に定める子会社および関連会社とする。）の役員（監査役を含む。）または従業員のいずれの地位も喪失

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
1 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込金額 
× 

時価 

既発行株式  ＋  新規発行株式数 

  
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 390 360 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 390(注)１ 360(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
１株当たり670,000
(注)１、２ 

同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日から
平成21年６月30日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    670,000
資本組入額    335,000 
(注) 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他一切の処分は認めないも
のとする。 

同左 

 調整後発行価額＝ 
既発行株式数×調整前発行価額＋新規発行株式数×１株当たり払込価額 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 調整後払込価額＝調整前払込価額× 
１ 

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額

× 
分割・新株発行前の株価 

既発行株式＋新規発行株式数 



した場合には権利は消滅する。 

(2) 被付与者が破産宣告を受けた場合には権利を消滅する。 

(3) 被付与者が死亡した場合には、一切の相続は認めない。 

４ 新株予約権の行使の条件につきましては、平成16年６月25日開催定時株主総会決議及び平成16年７月８日開催の取締役会

決議に基づき、提出会社と対象取締役及び従業員との間で締結した「新株予約権付与契約」に定められております。 

  

ハ 平成17年6月24日定時株主総会決議（第３回新株予約権） 
  

 (注) １  新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、付与株式数

を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点

で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

      調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株

予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた

数とする。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１円未満の端数

は、これを切り上げる。 

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場

合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

３ 主な新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。 

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社取締役、監査役、執行役員または使用人の地位である

ことを要するものとする。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 

(3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 

(4) 新株予約権の発行時において当社取引先及び当社取引先の役職員であった対象者は、権利行使時において、当社と

当社取引先の取引関係が良好に継続していること、及び当社への業務寄与が高いと判断できることを要する。 

４ 新株予約権の行使の条件につきましては、平成17年６月24日開催定時株主総会決議及び平成17年8月11日開催の取締役会

決議に基づき、提出会社と対象者との間で締結した「新株予約権付与契約」に定められております。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年５月31日） 

新株予約権の数(個) 500 495

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 500(注)１ 495(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり526,000
(注)１、２ 

同左

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日から
平成22年12月31日まで 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格    526,000
資本組入額    263,000 

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他一切の処分は認めないも
のとする。 

同左

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
1 

分割・併合の比率 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×1株当たり払込金額 

分割・新株発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 



(注) １ 普通株式１株を2.6株に分割 

２ 普通株式１株を２株に分割 

３ 有償一般募集(ブックビルディング方式) 

発行価格     260,000円 

引受価額     241,800円 

発行価額     221,000円 

資本組入額    110,500円 

４ 普通株式１株を５株に分割 

５ 新株予約権の行使による増加 

旧商法第280条ノ19第1項の規定に基づく新株予約権 

行使価額 （株式分割前）342,308円  （株式分割後）68,462円 

資本組入額（株式分割前）171,154円  （株式分割後）34,231円 

６ 新株予約権の行使による増加 

旧商法第280条ノ19第1項の規定に基づく新株予約権 

 行使価額      68,462円 

 資本組入額     34,231円 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

 行使価額      45,100円 

 資本組入額     22,550円 

平成13年８月20日 
(注)１ 

3,552 5,772 ― 295,800 ― 195,800 

平成14年11月13日 
(注)２ 

5,772 11,544 ― 295,800 ― 195,800 

平成15年３月12日 
(注)３ 

1,400 12,944 154,700 450,500 183,820 379,620 

平成16年１月20日 
(注)４ 

52,540 65,484 ― 450,500 ― 379,620 

平成15年４月１日～ 
平成16年３月31日 
(注)５ 

511 65,995 43,644 494,144 43,644 423,264

平成16年４月１日～ 
平成17年３月31日 
(注)６ 

2,590 68,585 65,997 560,141 65,997 489,261

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 
(注)６ 

645 69,230 18,341 578,482 18,341 507,602



  
  

(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

(注)１ 自己株式900株は、「個人その他」に含めて記載しております。 

２ 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が167株含まれております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

(注)１ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社のうち信託業務に係る株式数は、5,622株であります。 

２ 次の法人から、当事業年度中に大量保有報告書の提出がありますが、当事業年度末現在における当該法人名義の実質所有

株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

区分 

株式の状況 

端株の状況
(株) 政府及び 

地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 
個人
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

― 13 20 54 16 6 5,223 5,332 ― 

所有株式数 
(株) 

― 10,694 1,056 2,532 3,294 56 51,598 69,230 ― 

所有株式数 
の割合(％) 

― 15.4 1.53 3.66 4.76 0.08 74.53 100.00 ― 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

発行済株式 

総数に対する 

所有株式数 

の割合(％) 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社（信託口） 

取締役社長 伊戸富士雄 

東京都中央区晴海1丁目8-11 5,622 8.12 

畔柳 誠 東京都中央区 5,225 7.54 

平﨑 敏之 東京都江戸川区 5,212 7.52 

小林 正道 東京都文京区 4,516 6.52 

日本証券金融株式会社 

取締役社長 増渕 稔 
東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10 2,663 3.84 

休場 弘明 神奈川県横浜市中区 1,915 2.76 

廣田 国益 東京都世田谷区 1,801 2.60 

芝田 益崇 埼玉県さいたま市南区 1,500 2.16 

エフティコミュニケーションズ 

従業員持株会 

理事長 松浦潤次 

東京都中央区日本橋小伝馬町10番1号 1,450 2.09 

根岸 欣司 東京都新宿区 1,308 1.88 

計 ― 31,212 45.08 



  

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

（注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が167株（議決権の数167個）含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

  

氏名又は名称 住所 所有株式数(株) 

発行済株式 

総数に対する 

所有株式数 

の割合(％) 

報告義務発生

日 

スパークス・アセット・ 

マネジメント投信株式会社 

東京都品川区大崎一丁目11番2号 

ゲートシティ大崎 
5,668 8.19 

平成18年３月

31日 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
（自己保有株式） 

普通株式 900   
― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 68,330 68,330   
権利内容に何ら限定のない当社にお

ける標準となる株式 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数   69,230  ― ― 

総株主の議決権 ― 68,330   ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

（自己保有株式） 
株式会社エフティ 
コミュニケーションズ 

東京都中央区 
日本橋小伝馬町10-1 

900 ― 900 1.30 

計 ― 900 ― 900 1.30 



(7) 【ストックオプション制度の内容】 

① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の状況 

イ 平成14年10月10日臨時株主総会決議 

  

(注) １ 新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、付与株式数を

次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行

使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約

権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とす

る。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１円未満の端数は、

これを切り上げる。 

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合

を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

３ 当社は、平成14年11月13日付で１株を２株に分割しております。そのため、新株予約権(ストックオプション)の新規発行

予定数は、350株から700株に、発行価格は451,000円から225,500円に調整しております。また、平成16年１月20日付で１

株を５株に分割しております。そのため、新株予約権（ストックオプション）の新規発行予定数は、700株から3,500株

に、発行価格は225,500円から45,100円に調整しております。 

４ 主な新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。 

(1) 被付与者が提出会社または提出会社の子会社もしくは関係会社（「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する

規則」に定める子会社および関連会社とする。）の役員(監査役を含む。)または従業員のいずれの地位も喪失した場

合には権利は消滅する。 

(2) 被付与者が破産宣告を受けた場合には権利を消滅する。 

(3) 被付与者が死亡した場合には、一切の相続は認めない。 

５ 新株予約権の行使の条件につきましては、平成14年10月10日開催臨時株主総会決議及び平成14年10月15日開催の取締役会

決議に基づき、提出会社と対象取締役及び従業員との間で締結した「新株予約権付与契約」に定められております。 

決議年月日 平成14年10月10日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
① 当社取締役  5
② 当社従業員  55 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 
①  130 
②  220  (注)１、３ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 451,000   (注)２ 

新株予約権の行使期間 平成16年11月1日から平成19年10月31日まで 

新株予約権の行使の条件 (注)４、５ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
1 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

× 
時価 

既発行株式  ＋  新規発行株式数 



ロ 平成16年６月25日定時株主総会決議 

  

(注) １  新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、付与株式数を

次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行

使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

 調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約

権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とす

る。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１円未満の端数は、

これを切り上げる。 

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合

を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

３ 主な新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。 

(1) 被付与者が提出会社または提出会社の子会社もしくは関係会社（「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する

規則」に定める子会社および関連会社とする。）の役員(監査役を含む。)または従業員のいずれの地位も喪失した場

合には権利は消滅する。 

(2) 被付与者が破産宣告を受けた場合には権利を消滅する。 

(3) 被付与者が死亡した場合には、一切の相続は認めない。 

４ 新株予約権の行使の条件につきましては、平成16年６月25日開催定時株主総会決議及び平成16年７月８日開催の取締役会

決議に基づき、当社が新株予約権者との間で締結した「新株予約権付与契約」に定められております。 

決議年月日 平成16年６月25日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
① 当社取締役、監査役  2
② 当社従業員      36 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 
①   60 
②  390 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 670,000  (注)２ 

新株予約権の行使期間 平成18年７月１日から平成21年６月30日まで 

新株予約権の行使の条件 (注)３、４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
1 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後 

払込価額 
＝ 

調整前 

払込価額 
× 

分割・新株発行前の株価 

既発行株式  ＋  新規発行株式数 



  
ハ 平成17年6月24日定時株主総会決議 

  

 (注)１  新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、付与株式数を

次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行

使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約

権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とす

る。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１円未満の端数

は、これを切り上げる。 

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の

場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

３ 主な新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。 

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社取締役、監査役、執行役員または使用人の地位である

こと要するものとする。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 

(3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 

(4) 新株予約権の発行時において当社取引先及び当社取引先の役職員であった対象者は、権利行使時において、当社と

当社取引先の取引関係が良好に継続していること、及び当社への業務寄与が高いと判断できることを要する。 

４ 新株予約権の行使の条件につきましては、平成17年６月24日開催定時株主総会決議及び平成17年８月11日開催の取締役

会決議に基づき、当社が新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定められております。 

決議年月日 平成17年6月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
①当社取締役  ６  ④当社従業員  26
②当社監査役  ２  ⑤当社取引先  ５ 
③当社執行役員 ６ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 
①145  ③90  ⑤60
②20  ④185    （注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 526,000 （注）２ 

新株予約権の行使期間 平成19年７月１日から平成22年12月31日まで 

新株予約権の行使の条件 （注）３、４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
1 

分割・併合の比率 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×1株当たり払込金額 

分割・新株発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



  
② 会社法第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の状況 

イ 平成18年６月27日株主総会決議 

  

(注)１ 新株予約権の総数並びに目的である株式の種類及び数 

新株予約権の総数 取締役につき1,000個、監査役につき50個を各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内の日に発

行する新株予約権の数の上限とする。 

新株予約権の目的である株式の種類及び数 取締役につき普通株式1,000株、監査役につき普通株式50株を各事業年度に係

る定時株主総会の日から１年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上

限とする。 

各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は１株とする。 

２ なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）または株式併合等を行うこと

により、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 

３ 新株予約権の払込金額 

割当日においてブラックショールズモデルにより算定した価額を払込金額とする。 

４ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使される株式１株当りの金額を１円とし、これに

対象株式数を乗じた金額とする。 

５ 新株予約権の行使の条件 

新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約

権を行使することができるものとし、その他の新株予約権の行使の条件については、本新株予約権の募集事項を決定する

取締役会の決議において定める。 

決議年月日 平成18年６月27日 

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役および監査役のうち、当社の取締役会が認めた者 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 1,050を上限とする。(注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当り1円とし対象株式数を乗じた金額(注)３ 

新株予約権の行使期間 新株予約権を割り当てる翌日から20年間とする。 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 

新株予約権の譲渡に関する事項 当社の取締役会の決議による承認を要する。 



  
２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置付けております。従って、株主に

対する配当について、中長期的な事業計画に基づき、再投資のための内部資金の確保と安定的な配当を念頭に置き

ながら、財務状態、利益水準及び配当性向等を総合的に勘案して検討することとしております。 

これに基づき、当期につきましては、期末配当金は１株当たり3,000円として実施いたしました。 

この結果、当期の配当性向は187.70％となりました。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) １ 最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証券業協会の公

表のものであります。 

２ 当社株式は、平成15年３月12日から日本証券業協会に店頭登録されております。それ以前の株価については該当はありま

せん。 

３ □印は、株式分割（平成16年１月20日、１株→５株）による権利落後の株価であります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) ― 224,000 
2,670,000 

□ 534,000 
860,000 580,000 

最低(円) ― 183,000 
191,000 

□ 38,200 
295,000 126,000 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高(円) 436,000 314,000 298,000 348,000 233,000 170,000 

最低(円) 300,000 261,000 271,000 254,000 126,000 140,000 



５ 【役員の状況】 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式
数 
(株) 

代表取締役
社長 

執行役員 
ＣＥＯ 畔 柳   誠 昭和38年 

５月19日生 

昭和57年４月 津田工業株式会社入社

7,025 

昭和59年３月 中浜商事株式会社入社

昭和62年３月 当社入社

平成６年９月 同 取締役

平成12年10月 同 取締役通信機器事業本部長

平成14年３月 同 代表取締役社長

平成15年10月 株式会社アイエフネット代表取締役社長（現任） 
平成17年４月 当社 代表取締役社長兼執行役員ＣＥＯ（現任） 
平成17年11月 株式会社フレクソル取締役（現任）

常務取締役 

執行役員 
営業統括本
部長 
  

平 﨑 敏 之 昭和40年 
１月２日生 

昭和59年９月 株式会社岩通サービスセンター入社

5,212 

昭和62年４月 当社入社

平成６年９月 同 取締役

平成７年４月 同 取締役移動通信本部長

平成10年６月 同 常務取締役

平成12年10月 同 常務取締役移動体事業本部長

平成15年４月 同 常務取締役ソリューション事業本部長 
平成17年４月 同 常務取締役兼執行役員ＣＭＯ

平成17年11月 株式会社フレクソル代表取締役社長（現任） 
平成18年４月 当社 常務取締役兼執行役員営業統括本部長(現

任) 

取締役 執行役員 
管理本部長 重 川 晴 彦 

昭和37年 
４月25日生 

昭和56年４月 松山中央郵便局入局   
昭和57年４月 高田引越センター有限会社高田運送店入社   
昭和60年４月 八幡浜市漁業協同組合入社   
昭和63年10月 当社入社   
平成14年６月 同 取締役総務部長   
平成15年４月 同 取締役ヒューマンサポート本部長兼総務部長 42 
平成16年４月 同 取締役業務管理本部長   
平成17年４月 同 取締役兼執行役員ＣＦＯ   
平成17年11月 株式会社フレクソル監査役（現任）   
平成18年４月 当社 取締役兼執行役員管理本部長(現任)   

取締役 執行役員 飯 沼   敬 昭和43年 
２月12日生 

平成２年８月 当社入社

12 

平成14年６月 同 取締役西日本通信機器事業本部長

平成15年４月 同 取締役マーケティングビジネス本部長 
平成16年４月 同 取締役中央第二統括本部長

平成17年４月 同 取締役兼執行役員ＣＯＯ

平成18年４月 同 取締役兼執行役員（現任）

取締役 
執行役員 
法人営業部
長 

國 分 浩 二 昭和36年 
11月12日生 

昭和55年４月 日本ハム株式会社入社

4 

昭和63年10月 株式会社リウォード入社

平成２年９月 株式会社シルエット入社

平成５年６月 当社入社

平成６年10月 新日本電電株式会社入社

平成10年６月 当社入社

平成16年６月 同 取締役中央第一統括本部長

平成17年４月 同 取締役兼執行役員ＣＯＯ 

平成18年４月 同 取締役兼執行役員 法人営業部長(現任) 



  

(注)１ 監査役根岸欣司ならびに田口和幸は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

２ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明

確に区分し、経常効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。 

  執行役員は次のとおり６名で構成されております。 

  

   

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 所有株式数 
(株) 

取締役 
執行役員 
東海 
事業部長 

石 田   誠 昭和42年 
11月１日生 

昭和61年４月 有限会社長崎ケミカル入社

48 

昭和63年１月 株式会社協和運輸入社

平成２年４月 株式会社近鉄物流入社

平成５年11月 当社入社

平成12年４月 同 関東支社長

平成14年４月 同 関西支社長

平成16年４月 同 西日本統括本部長

平成17年４月 同 執行役員ＣＯＯ

平成17年６月 同 取締役兼執行役員ＣＯＯ

平成18年４月 同 取締役執行役員東海事業部長 (現任) 

常勤監査役   小 檜 山 義 男 昭和35年 
１月15日生 

昭和58年４月 藍沢証券株式会社入社   

昭和59年６月 豊海東都水産株式会社入社   

平成６年２月 当社入社 14 

平成13年４月 同 経理部長   

平成16年６月 同 監査役(現任)   

監査役   根 岸 欣 司 昭和16年 
10月５日生 

昭和39年４月 国際電気株式会社入社 

1,308 

昭和41年４月 根岸政輔会計事務所入所 

昭和45年６月 税理士登録 

昭和49年４月 日本大学経済学部講師 

平成２年６月 富士短期大学教授 

平成５年４月 日本女子大学家政学部講師 

平成６年９月 当社監査役(現任) 

平成９年４月 立教大学経済学部講師 

平成14年４月 東京富士大学教授(現任) 

監査役   田口 和幸 
昭和41年 

３月11日生 

平成元年３月 京都大学法学部卒業 

― 

平成元年４月 司法研修所（43期） 

弁護士登録（第一東京弁護士会） 

平成３年４月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 

平成10年１月 同事務所パートナー（現任） 

平成17年６月 当社監査役（現任） 

計   13,665  

事業執行役員 北東北事業部 事業部長 鳴海輝正 

事業執行役員 南東北事業部 事業部長 高橋邦彦 

事業執行役員 関東事業部 事業部長 佐藤正次 

事業執行役員 九州事業部 事業部長 山本和明 

事業執行役員 移動通信サービス本部 本部長 山口恭弥 

事業執行役員 技術サポート本部 本部長 小山俊春 



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、「利益ある成長」を通じて、継続的な企業価値の向上のため、経営環境や経営課題の変化に柔軟に対応

できるよう、経営上の組織体制や仕組みに対して、必要な施策を実施していくことが、コーポレート・ガバナンス

に関する基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけております。 

また、リスク管理の強化と、透明性の確保が極めて重要であると認識しております。当社は監査役制度を採用し

ており、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行い、内部監査では会計監査および業務

監査を実施し、コンプライアンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。また、投資家へのＩＲ活動

を活発に行うことにより、公平で透明性のある情報開示にも注力しております。これらにより、コーポレート・ガ

バナンスの実効性を確保し、当社及びグループ企業においても経営管理組織の充実を図ってまいります。 

  

(2)会社の機関の内容および内部統制システムの整備状況 

①取締役会は、毎月１回定期開催に加え、必要に応じて随時開催しており、十分な議論を尽くし、迅速な経営判

断と客観性の高い経営監督機能の発揮に努めております。 

 なお、平成17年４月より、執行役員制度を導入し、経営機構を下図の通り運営しております。 

②当社は監査役制度を採用しており、社外監査役２名を含む監査役３名で構成しております。 

 
  



(3)内部監査および監査役監査の状況 

社長直属の内部監査部門として監査室（２名）を設置し、社内における業務執行について監査を定常的に実施

し、内部統制機能の向上を図っております。 

監査役は、監査役会にて定めた監査の方針等に則り、取締役会のほか、経営会議等の会議に出席し、経営及び業

務全般の状況を把握するとともに、各種重要書類の閲覧・調査を行うなど、経営及び取締役の職務遂行を常時監視

できる厳正な体制をとっております。 

監査役は、会計監査人と定期的な情報・意見の交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を

とっております。 

  

(4)会計監査の状況 

当社は、監査法人トーマツと監査契約を締結し、公認会計士監査を受けております。 

業務を執行した公認会計士は、金本澄男、阪田大門であり、監査業務に係わる補助者は、公認会計士２名、会計

士補３名であります。 

  

(5)社外取締役および社外監査役との関係 

コーポレート・ガバナンスの強化に向けた経営組織改革を要するため、社外取締役の選任も検討中であります。

社外監査役と当社の取引関係はありません。 

  

(6)会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況 

コンプライアンスにつきましては、法務部門が業務活動の全般に関し、妥当性、有効性、法律・法令の厳守状況

等について監督実施して、具体的な助言、指導を行い、企業理念を全従業員に徹底し、リスク管理の強化、内部監

査機能の充実、コンプライアンスの向上を図っております。 

会計監査は、定期的な監査のほか、会計上の課題については随時確認を行い会計処理の適正性に努めておりま

す。また、顧問弁護士とは顧問契約に基づき、必要に応じ適宜アドバイスを受けております。その他、税務関連業

務に関しましても外部専門家と契約を締結し必要に応じてアドバイスを受けております。 

  

(7)リスク管理体制の整備の状況 

当社では、全社員の行動規範として「企業倫理憲章」を作成し、コンプライアンス体制の充実と全社員への啓蒙

活動を行っております。また、規範違反に関する社員からの内部通報窓口を設置することにより、自浄作用を高め

ております。さらに、当社の企業倫理・コンプライアンス体制の維持、強化のため、平成16年度には、社長直轄の

常設委員会として「コンプライアンス委員会」を設置しております。 

  

(8)役員報酬の内容 

取締役の年間報酬総額  227百万円（うち社外取締役 ―百万円） 

監査役の年間報酬総額 23百万円 （うち社外監査役 12百万円） 

  

(9)監査報酬の内容 

公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報州 19百万円 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただ

し書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書

きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

  

２ 監査証明について 

(1) 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)

及び当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の連結財務諸表について監査法人トーマツによ

り監査を受けております。 

(2) 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）及

び当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表について監査法人トーマツにより監査を

受けております。 



  

  １【連結財務諸表等】 

  （１）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

    
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産         

 １ 現金及び預金 ※2   6,726,722   3,711,457 

 ２ 受取手形及び売掛金   2,007,542   1,410,185 

 ３ たな卸資産   1,041,437   513,851 

 ４ 未収還付法人税等   ―   406,533 

 ５ 繰延税金資産   290,590   220,328 

 ６ リース残債権   297,157   144,708 

 ７ その他   81,672   138,827 

   貸倒引当金   △33,957   △39,541 

流動資産合計   10,411,164 74.1 6,506,350 56.8

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

  (1) 建物及び構築物 ※2 1,166,829     1,158,832   

    減価償却累計額 194,809 972,019   250,753 908,078 

  (2) 土地 ※2   1,187,030   1,378,030 

  (3) 建設仮勘定 ※2   ―   829,523 

  (4) その他 181,577     201,124   

    減価償却累計額 82,341 99,236   110,680 90,443 

有形固定資産合計   2,258,286 16.1 3,206,076 28.0

２ 無形固定資産   63,303 0.4 82,299 0.7

３ 投資その他の資産         

  (1) 投資有価証券 ※1   331,520   75,263 

  (2) 長期貸付金   ―   2,074 

  (3) 長期性預金 ※5   ―   1,000,000 

  (4) 繰延税金資産   277,909   100,423 

  (5) その他 
※2、
6 

  740,444   501,293 

貸倒引当金   △25,234   △10,620 

投資その他の資産合計    1,324,640 9.4 1,668,434 14.5

固定資産合計    3,646,230 25.9 4,956,810 43.2

資産合計    14,057,395 100.0 11,463,160 100.0

        



  

  

    
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債         

 １ 支払手形及び買掛金 ※2   1,314,421   1,191,972 

 ２ 短期借入金   100,000   100,000 

 ３ １年内返済予定長期 

   借入金 
※2   70,000   155,712 

 ４ 未払金   615,221   366,052 

 ５ 未払費用   407,070   323,169 

 ６ 未払法人税等   481,842   36,585 

 ７ 賞与引当金   381,912   320,000 

 ８ 前受保守料   1,157,521   939,548 

 ９ リース残債務   407,285   190,833 

 10 その他   220,633   139,514 

流動負債合計   5,155,909 36.7 3,763,387 32.8

Ⅱ 固定負債         

 １ 長期借入金 ※2   560,000   982,860 

 ２ 退職給付引当金   420,062   ― 

 ３ 役員退職慰労引当金   186,147   50,000 

 ４ 長期前受保守料   2,935,511   1,877,642 

 ５ その他   35,467   105,346 

固定負債合計   4,137,188 29.4 3,015,848 26.3

負債合計   9,293,097 66.1 6,779,236 59.1

          

(少数株主持分)         

少数株主持分   97,424 0.7 134,174 1.2

          

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※3   560,141 4.0 578,482 5.0

Ⅱ 資本剰余金   489,261 3.5 507,602 4.4

Ⅲ 利益剰余金   3,990,045 28.4 3,836,122 33.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金   3,029 0.0 3,147 0.0

Ｖ 自己株式 ※4   △375,605 △2.7 △375,605 △3.2

資本合計     4,666,873 33.2 4,549,749 39.7

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
   14,057,395 100.0 11,463,160 100.0

      



②【連結損益計算書】 

  

    
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 ※3   24,776,252 100.0  22,340,724 100.0

Ⅱ 売上原価 ※3   12,917,273 52.1  12,079,200 54.1

売上総利益     11,858,979 47.9  10,261,523 45.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費             

 １ 販売手数料 ※3 1,254,500     1,215,168    

 ２ 役員報酬   225,999     251,317    

 ３ 給与手当   3,573,214     3,689,612    

 ４ 賞与   750,383     591,242    

 ５ 賞与引当金繰入額   281,166     232,680    

 ６ 退職給付費用   86,975     94,475    

 ７ 役員退職慰労引当金   

   繰入額 
  25,792     24,910    

 ８ 法定福利費   533,417     568,157    

 ９ 地代家賃   506,913     551,594    

 10 旅費交通費   594,444     584,396    

 11 減価償却費   82,383     103,618    

 12 支払手数料   256,009     322,229    

 13 貸倒引当金繰入額   15,946     16,397    

 14 その他   1,726,594 9,913,740 40.0 1,377,591 9,623,393 43.0

営業利益     1,945,238 7.9  638,130 2.9

Ⅳ 営業外収益             

 １ 受取利息   3,384     6,293    

 ２ 受取配当金   4,488     6,410    

 ３ 受取販売奨励金   101,015     54,144    

 ４ 営業支援金収入   ―     17,237    

 ５ その他   36,310 145,198 0.6 26,168 110,254 0.4

Ⅴ 営業外費用             

 １ 支払利息   19,428     19,361    

 ２ 持分法による投資損失   ―     3,525    

 ３ その他   1,075 20,503 0.1 975 23,861 0.1

経常利益     2,069,933 8.4  724,524 3.2

Ⅵ 特別利益             

 １ 貸倒引当金戻入益   9,645     18,028    

 ２ 保険解約返戻金   74,976     2,040    

 ３ 投資有価証券売却益   16,880     13,165    

 ４ 役員退職慰労引当金 

   戻入益 
  ― 101,501 0.4 106,560 139,794 0.7

      



  

  

③【連結剰余金計算書】 

  
  

    
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅶ 特別損失           

 １ 固定資産売却損 ※1 102,627     11,390   

 ２ 固定資産除却損 ※2 5,886     5,844   

 ３ 投資有価証券評価損 ―     200,000   

 ４ 減損損失 ※4 ―     151,468   

 ５ リース資産解約損   26,124     ―   

 ６ 保険解約損   1,864 136,502 0.6 6,626 375,330 1.7

税金等調整前 
当期純利益 

    2,034,932 8.2 488,988 2.2

法人税、住民税 
及び事業税 

  998,748     75,438   

法人税等調整額   △126,934 871,814 3.5 247,667 323,106 1.4

少数株主利益     15,557 0.1 36,750 0.2

当期純利益     1,147,561 4.6 129,131 0.6

       

    
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     423,264   489,261 

Ⅱ 資本剰余金増加高 
   増資による新株の発行 

  65,997 65,997 18,341 18,341

Ⅲ 資本剰余金減少高     ―   ― 

Ⅳ 資本剰余金期末残高     489,261   507,602 

(利益剰余金の部)           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     3,119,569   3,990,045 

Ⅱ 利益剰余金増加高 
   当期純利益 

  1,147,561 1,147,561 129,131 129,131

Ⅲ 利益剰余金減少高           

   配当金   197,085   203,055   

   役員賞与   80,000 277,085 80,000 283,055

Ⅳ 利益剰余金期末残高     3,990,045   3,836,122 



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前当期純利益   2,034,932 488,988 

減価償却費   101,380 131,853 

減損損失   ― 151,468 

貸倒引当金の増減額（△減少）   △823 △1,679 

賞与引当金の増減額（△減少）   39,503 △61,912 

退職給付引当金の増減額（△減少）   74,370 △286,293 

役員退職慰労引当金の増減額（△減少）   △3,220 △136,147 

受取利息及び受取配当金   △7,872 △12,704 

支払利息   19,428 19,361 

投資有価証券評価損   ― 200,000 

保険解約返戻金   △74,976 △2,040 

固定資産売却損   102,627 11,390 

売上債権の増減額（△増加）   △528,620 597,357 

たな卸資産の増減額（△増加）   △451,878 527,586 

仕入債務の増減額（△減少）   248,868 △122,449 

未払消費税等の増減額（△減少）   △35,169 △96,857 

前受保守料の増減額（△減少）   △917,816 △1,275,842 

その他   319,151 △480,833 

役員賞与の支払額   △80,000 △80,000 

小計   839,884 △428,754 

利息及び配当金の受取額   10,790 11,843 

利息の支払額   △21,676 △17,845 

法人税等の支払額   △1,075,171 △902,137 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △246,172 △1,336,893 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金預入による支出   △1,112,048 △1,221,048 

定期預金の払戻による収入   1,621,000 270,000 

固定資産の取得による支出   △296,727 △1,111,413 

固定資産の売却による収入   9,106 19,755 

投資有価証券の取得による支出   △155,823 △65,504 

投資有価証券の売却による収入   171,533 131,600 

貸付による支出   △21,391 △45,324 

貸付金の回収による収入   33,679 40,094 

保険積立金の解約による収入   220,632 30,790 

その他投資活動による支出   △131,257 △68,125 

その他投資活動による収入   61,235 46,872 

投資活動によるキャッシュ・フロー   399,939 △1,972,302 



  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金の増減   100,000 ― 

長期借入による収入   ― 600,000 

長期借入金の返済による支出   △370,000 △91,428 

株式の発行による収入   131,994 36,682 

自己株式の取得による支出   △251,063 ― 

少数株主からの払込による収入   49,000 ― 

配当金の支払額   △197,085 △203,055 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △537,153 342,199 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △81 683 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   △383,468 △2,966,313 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   5,655,714 5,272,245 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 5,272,245 2,305,931 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数   １社 

連結子会社の名称 

  株式会社アイエフネット 

  

(1)連結子会社の数   ２社 

連結子会社の名称 

  株式会社アイエフネット 

  株式会社フレクソル 

なお、株式会社フレクソルは平

成17年11月１日に出資設立されま

したので、当連結会計年度におい

ては、同社の連結対象となる事業

年度の月数は５ケ月間となってお

ります。 

   (2)非連結子会社の数 １社 

非連結子会社の名称 

  ファミリーサービス株式会社 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響をおよぼしていないた

めであります。 

(2)非連結子会社の数 １社 

非連結子会社の名称 

  ファミリーサービス株式会社 

（連結の範囲から除いた理由） 

 同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1)     ――――― 

  

  

  

  

  

  

  

(1) 持分法適用の関連会社数 １社 

持分法適用の関連会社の名称 

株式会社イー・カムトゥルー 

 当社は、平成17年８月31日付

で、(株)イー・カムトゥルーの株

式（議決権比率22.7％）を取得い

たしましたので、新規に持分法適

用関連会社に含めております。 

  (2) 持分法を適用しない非連結子会社

の名称 

ファミリーサービス株式会社 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法を適用しない非連結子会

社は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等から見て、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しております。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

の名称 

ファミリーサービス株式会社 

  （持分法を適用しない理由） 

 同左 

  

  (3)     ――――― (3) 持分法適用の関連会社は、決算日

が連結決算日と異なるため、同社

の事業年度に係る財務諸表を使用

しております。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の(株)アイエフネット

の決算日は、３月31日であり、連結

決算日と一致しております。 

連結子会社の決算日は、３月31日

であり、連結決算日と一致しており

ます。 



  

項目 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事

項 

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

  

  

(イ) 有価証券 

 その他有価証券 

   時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく時

価法 

(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平

均法により算定) 

時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

  

  

(イ) 有価証券 

 その他有価証券 

   時価のあるもの 

   同左 

  

  

  

  

時価のないもの 

   同左 

  (ロ) たな卸資産 

  ①商品 

 月次総平均法による原価法 

  ②原材料 

最終仕入原価法に基づく原価

法 

  ③貯蔵品 

最終仕入原価法に基づく原価

法 

(ロ) たな卸資産 

  ①商品 

 同左 

  ②原材料 

 同左 

  

  ③貯蔵品 

 同左 

  

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(イ) 有形固定資産 

  定率法 

ただし、平成10年４月１日以

降取得の建物(建物附属設備を

除く)については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物  34～47年 

(イ) 有形固定資産 

  定率法 

 同左 

  

  

  

  

  

  

  (ロ) 無形固定資産 

  定額法 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。 

(ロ) 無形固定資産 

  定額法 

 同左 

  (ハ) 投資その他の資産「その他」 

（投資不動産） 

  定率法 

主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物   34年 

(ハ) 投資その他の資産「その他」 

（投資不動産） 

  定率法 

 同左 

 (3) 重要な引当金の計上基

準 

(イ) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

(イ) 貸倒引当金 

 同左 

  (ロ) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の

支出に備えるため、将来の支給見

込額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。 

(ロ) 賞与引当金 

 同左 

  (ハ) 退職給付引当金 

提出会社の従業員に対する退職

給付の支給に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しておりま

す。 

(ハ) 退職給付引当金 

――――― 

  

  

  

  



  

  

項目 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

    （追加情報） 

  従業員に対する退職給付の支給に

備えるため、従来より当連結会計年

度末における退職給付債務の見込額

に基づき、当連結会計年度末におい

て発生していると認められる金額を

退職給付引当金として計上しており

ましたが、確定拠出年金法の施行に

伴い平成17年９月30日付で退職一時

金制度を廃止するとともに確定拠出

年金制度に移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準適用指針第1号）を適用

しております。 

  なお、本移行に伴う損益への影響

はありません。 

  (ニ) 役員退職慰労引当金 

提出会社の役員に対する退職慰

労金の支出に備えるため、内規に

よる期末要支給額を計上しており

ます。 

(ニ) 役員退職慰労引当金 

 同左 

  

  

  

（追加情報） 

  従来、提出会社の役員に対する退

職慰労金の支出に備えるため、内規

による期末要支給額を計上しており

ましたが、業績連動型の報酬制度へ

の移行にあたり、平成18年３月31日

付をもって役員退職慰労金制度を廃

止することにいたしました。 

  この変更により、提出会社の当事

業年度にかかる定時株主総会で退任

予定の取締役及び監査役について

は、支給予定額を役員退職慰労引当

金として計上し、その他の取締役及

び監査役については、当中間連結会

計期間末における役員退職慰労引当

金の全額106,560千円を取り崩し、

特別利益に計上しております。 

 (4) 重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準 

外貨建債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

 同左 

 (5) 重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方
法 

(イ) ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理によっておりま
す。また、金利スワップについて
は特例処理の条件を充たしている
場合には特例処理を採用しており
ます。 

(イ) ヘッジ会計の方法 
 同左 



  

  

項目 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

  (ロ) ヘッジ手段とヘッジ方法 

(金利関連) 

 ①ヘッジ手段 

   金利スワップ取引 

 ②ヘッジ対象 

   借入金 

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ方法 

(金利関連) 

 ①ヘッジ手段 

 同左 

 ②ヘッジ対象 

同左 

  (ハ) ヘッジ方針 

金利リスクを低減する目的で

金利スワップを利用しておりま

す。 

(ハ) ヘッジ方針 

 同左 

  (ニ) ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間において、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段それぞれの

相場変動またはキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較しており

ます。 

ただし、特例処理によってい

る金利スワップについては、有

効性の評価を省略しておりま

す。 

(ニ) ヘッジの有効性評価の方法 

 同左 

  (ホ) その他ヘッジ会計に係わるリス

ク管理方法 

ヘッジ取引の基本方針は取締

役会で決定され、取引実施部門

である業務管理本部において厳

正な管理をおこない内部牽制機

能が有効に作用する体制をとっ

ております。 

(ホ) その他ヘッジ会計に係わるリスク

管理方法 

 ヘッジ取引の基本方針は取締役

会で決定され、取引実施部門であ

る財務管理部において厳正な管理

をおこない内部牽制機能が有効に

作用する体制をとっております。 

 (7) その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項 

(イ) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

(イ) 消費税等の会計処理 

 同左 

  (ロ) 保守契約取引の会計処理 

機器販売契約に付随して顧客

との間で締結する保守契約の対

価として収受する保守料は、保

守契約期間に応じて収益計上し

ております。 

(ロ) 保守契約取引の会計処理 

 同左 

５ 連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用し

ております。 

 同左 

６ 連結調整勘定の償却に

関する事項 

――――― 連結子会社２社は、会社設立時に出

資しているため連結調整勘定は発生し

ておりません。 

７ 利益処分項目等の取扱

いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の

利益処分について、連結会計年度中に

確定した利益処分に基づいて作成して

おります。 

 同左 

８ 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

 同左 



(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更) 
  

  

(表示方法の変更) 

  

  

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年3月31日) 

――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用

しております。 

これにより税金等調整前当期純利益は151,468千円

減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき、各資産の金額から直接控除して

おります。 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含まれている「固定資産売

却損」(17,928千円)及び「売上債権の増減額」(3,782

千円)は金額的重要性が増加したため、当連結会計年

度より区分掲記することといたしました。 

（連結損益計算書） 

「営業支援金収入」は、前連結会計年度まで営業外

収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、営

業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記い

たしました。 

 なお、前連結会計年度における「営業支援金収

入」の金額は、10,965千円であります。 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資有価証券（株式） 11,637千円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券（株式） 43,112千円

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

  (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 293,000千円

建物 819,103千円

土地 899,703千円

投資その他の資産 

「その他」（投資不動産） 
224,780千円

計 2,236,587千円

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

  (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 293,000千円

建物 776,383千円

土地 1,090,703千円

建設仮勘定    829,523千円

投資その他の資産 

「その他」（投資不動産） 
81,318千円

計 3,070,928千円

  (2) 上記に対応している債務 

買掛金 287,214千円

１年内返済予定長期借入金 70,000千円

長期借入金 560,000千円

計 917,214千円

  (2) 上記に対応している債務 

買掛金 222,381千円

１年内返済予定長期借入金 155,712千円

長期借入金 982,860千円

計 1,360,953千円

※３ 発行済株式総数 

発行済株式総数 普通株式 68,585株

※３ 発行済株式総数 

発行済株式総数 普通株式 69,230株

※４ 自己株式 

自己株式の保有数 普通株式 900株

※４ 自己株式 

自己株式の保有数 普通株式 900株

※５        ――――― ※５ 長期性預金1,000,000千円（期間10年、満期日平

成27年７月15日）は、解約権を銀行が留保して

いる条件付の定期預金であり、満期日前に解約

を申し出た場合、解約に伴う清算金の支払によ

り、受取金額が預入元本を下回る可能性のある

ものであります。 

※６ 投資その他の資産「その他」には、投資不動産

（当連結会計年度末取得価額391,845千円、減価

償却累計額92,144千円）が含まれております。 

※６ 投資その他の資産「その他」には、投資不動産

（当連結会計年度末取得価額189,836千円、減価

償却累計額77,271千円）が含まれております。 



(連結損益計算書関係) 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 
建物及び構築物 36,636千円
土地 65,845千円
無形固定資産（電話加入権） 145千円

計 102,627千円

※１ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 
投資その他の資産
「その他」（投資不動産） 

11,390千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 
建物 3,281千円
有形固定資産「その他」 
（工具、器具及び備品） 

2,604千円

計 5,886千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 5,605千円

有形固定資産「その他」
（工具、器具及び備品） 

238千円

計 5,844千円

※３ フランチャイズ契約変更 
 当社では、従来全国規模で販売網拡充を図るため、情報通信
サービス関連事業において、法人の通信機器事業経営希望者に
対し、フランチャイズ契約を結んできましたが、加盟店（フラ
ンチャイジー）数の増加に伴う受注案件の増加により、顧客管
理の充実を図る必要性が生じたため、主要な卸売販売加盟店に
ついて契約形態の見直しを行い、取次販売加盟店と致しまし
た。 
 この変更により、当社の販売価格は、卸売販売加盟店への卸
販売価格から一般ユーザーへの直接販売価格となるとともに、
取次販売加盟店への工事委託費用並びに販売手数料が新たに発
生したため、従来と同様の方法によった場合と比較して、売上
高は1,351,419千円増加し、売上原価並びに販売手数料もそれ
ぞれ449,244千円、902,175千円増加しておりますが、営業利益
に与える影響はありません。 

※３        ―――――

※４        ――――― ※４ 減損損失
 当連結会計年度において、当社グループは以下の資
産について減損損失を計上しました。 

 当社グループは、減損会計の適用にあたり管理会計
上の事業所別に資産のグルーピングを行っております
が、投資不動産については独立の資産グループとして
グルーピングをしております。 
 当連結会計年度において減損の要否の判定を行い、
賃料水準の下落及び継続的な地価の下落により、収益
性が著しく低下した投資不動産（大阪府・マンショ
ン）及び遊休状態にあり将来の売却が決定している投
資不動産（米国ハワイ州・土地）については、当連結
会計年度期首において帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失に計上しました。また、
遊休状態にあり売却交渉中であった投資不動産（岩手
県・建物及び土地）については、当連結会計年度中の
売却完了に至らず、また継続的に地価が下落している
ことから、当連結会計年度末において帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失に計上し
ました。  
 その内訳は、以下のとおりであります。 

 なお、上記資産の回収可能価額については、投資不
動産（大阪府・マンション、岩手県・建物及び土地）
については固定資産税評価額に基づく正味売却価額
を、また、投資不動産（米国ハワイ州・土地）につい
ては既に締結済みの売買契約書における売却価額によ
り評価しております。 

場所 用途 種類 

大阪府
大阪市旭区 

投資
不動産 

マンション 
(建物及び土地) 

米国
ハワイ州 

投資
不動産 土地 

岩手県
盛岡市 

投資
不動産 

建物及び土地 

投資不動産（建物） 2,351千円

投資不動産（土地） 149,117千円

計 151,468千円



  
(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

(リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

  

  

現金及び預金勘定 6,726,722千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △1,454,476千円

現金及び現金同等物 5,272,245千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 3,711,457千円

長期性預金勘定 1,000,000千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △2,405,525千円

現金及び現金同等物 2,305,931千円

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  取得価額相当額

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高相当額

有形固定資産

「その他」(車

両運搬具) 
8,430千円 5,152千円 3,278千円

有形固定資産

「その他」(工

具、器具及び

備品) 

124,515千円 38,738千円 85,777千円

無形固定資産 
（ソフトウェ

ア） 
216,659千円 88,816千円 127,842千円

合計 349,606千円 132,707千円 216,898千円

取得価額相当額

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高相当額

有形固定資産

「その他」(車

両運搬具) 
12,653千円 9,369千円 3,283千円 

有形固定資産

「その他」(工

具、器具及び

備品) 

156,707千円 63,407千円 93,300千円 

無形固定資産

（ソフトウェ

ア） 
220,634千円 105,785千円 114,849千円 

合計 389,995千円 178,562千円 211,432千円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 69,237千円

１年超 150,571千円

合計 219,809千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 76,987千円

１年超 137,848千円

合計 214,835千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 83,524千円

減価償却費相当額 80,069千円

支払利息相当額 4,638千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 82,194千円

減価償却費相当額 78,866千円

支払利息相当額 3,739千円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

利息相当額の算定方法 

同左 



  
(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

  

区分 

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

取得原価
(千円) 

連結貸借対照表計上
額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの       

株式 14,762 19,880 5,118 

合計 14,762 19,880 5,118 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

61,500 16,880 － 

内容 

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

連結貸借対照表計上額(千円) 

 非上場株式 200,000 

 非上場外国投資信託受益証券 100,000 

合計 300,000 



  
当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(注)１ その他有価証券で時価のあるものについては、期末日における時価が取得原価の50％以下となった銘柄について減損処理

を行っており、また、期末日における時価が取得原価の50％超70％以下になった銘柄について、時価が著しく下落したも

のと判定して回復可能性を検討し、必要に応じて減損処理を行っております。 

２ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

(注)  当連結会計年度において、所有するその他有価証券(株式)の減損処理(200,000千円)を行っております。 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引をおこなっておりますが、特例処理を採用しているため、注記の対象から除いておりま

す。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引をおこなっておりますが、特例処理を採用しているため、注記の対象から除いておりま

す。 

  

  

区分 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

取得原価
(千円) 

連結貸借対照表計上
額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの       

株式 4,833 10,150 5,317

合計 4,833 10,150 5,317

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

131,600 13,165 ― 

内容 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

連結貸借対照表計上額(千円) 

 非上場株式 22,000 

合計 22,000 



(退職給付関係) 
  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   提出会社は、退職金規程に基づく退職一時金制度

を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

(注) 退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用
しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

 (1) 退職給付債務 △420,062千円

 (2) 退職給付引当金 △420,062千円

 (1) 勤務費用 116,927千円

 (2) 退職給付費用 116,927千円

１ 採用している退職給付制度の概要 

提出会社は従来、退職金規程に基づく退職一時金

制度を採用しておりましたが、平成17年９月30日付

で確定拠出年金制度へ移行しております。 

   この移行に伴う影響額は次のとおりであります。 

  

また、確定拠出年金制度への資産移換額は

171,042千円であり、４年間で移換する予定であり

ます。また一時金として受領を選択した従業員への

支払額は281,809千円であり、当連結会計年度にて

全て支払を完了しております。 

なお、当連結会計年度末時点の未移換額126,652

千円は、未払金（流動負債）および長期未払金（固

定負債の「その他」）に計上しております。 

２ 退職給付費用に関する事項 

  
  

退職給付債務の減少 452,851千円

退職給付引当金の減少 452,851千円

(1)勤務費用 82,310千円

(2)確定拠出年金への掛金拠出額 36,637千円

(3)退職給付費用 118,947千円



(税効果会計関係) 
  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

 ① 流動資産 

  

 賞与引当金 155,858千円

 未払事業税 35,839千円

 その他 99,965千円

繰延税金資産(流動)計 291,662千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

 ① 流動資産 

賞与引当金 130,592千円

繰越欠損金 35,770千円

その他 82,823千円

繰延税金資産(流動)計 249,185千円

 ② 固定資産 

 退職給付引当金損金算入 

 限度超過額 
167,451千円

 役員退職慰労引当金 75,966千円

 会員権評価損否認 3,324千円

 貸倒引当金繰入額否認 6,973千円

 その他 26,282千円

繰延税金資産(固定)計 279,998千円

繰延税金資産小計 571,661千円

評価性引当額 △1,072千円

繰延税金資産合計 570,589千円

② 固定資産 

確定拠出年金制度未移換額 51,686千円

減損損失 59,437千円

役員退職慰労引当金 20,405千円

会員権評価損否認 3,324千円

貸倒引当金繰入額否認 1,010千円

その他 38,068千円

繰延税金資産(固定)計 173,932千円

繰延税金資産小計 423,118千円

評価性引当額 △74,488千円

繰延税金資産合計 348,629千円

(繰延税金負債) 

  

 その他有価証券評価差額金 △2,089千円

繰延税金負債合計 △2,089千円

繰延税金資産(負債)の純額 568,500千円

(繰延税金負債) 

 ① 流動負債 

  

 ② 固定負債 

仮払事業税 △25,708千円

繰延税金負債(流動)計 △25,708千円

その他有価証券評価差額金 △2,169千円

繰延税金負債(固定)計 △2,169千円

繰延税金負債合計 △27,878千円

繰延税金資産(負債)の純額 320,751千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

  

 法定実効税率 40.8％

   

 (調整)  

 交際費等永久に損金に算入されない項
目 

1.2％

 住民税均等割 1.9％

 その他 △1.1％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.8％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.8％

 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない 
 項目 

5.2％

住民税均等割 7.3％

評価性引当額 15.2％

その他 △2.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 66.1％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

(注)１ 事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な事業内容 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用金額は1,272,569千円であり、その主なものは、提出

会社の業務管理本部及び社長室等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産金額は8,663,397千円であり、その主なものは、提出会社での余資

運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。 

 

 

  

情報通信 
サービス 
関連事業 
(千円) 

移動通信
サービス 
関連事業 
(千円) 

インターネッ
トサービス 
関連事業 
(千円) 

計(千円)
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

19,322,042 3,906,887 1,547,322 24,776,252 ― 24,776,252

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

26,424 ― 638,845 665,269 (665,269) ―

計 19,348,466 3,906,887 2,186,167 25,441,522 (665,269) 24,776,252

営業費用 16,133,993 4,031,210 2,059,516 22,224,719 606,294 22,831,013

営業利益又は 
営業損失（△) 

3,214,473 △124,323 126,651 3,216,802 (1,271,563) 1,945,238

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

    

資産 4,100,097 910,674 547,398 5,558,170 8,499,224 14,057,395

減価償却費 45,195 8,355 22,930 76,481 24,898 101,380

資本的支出 31,684 80,677 39,748 152,110 182,445 334,555

事業区分 主要商品又はサービス 

情報通信サービス関連事業 
ＩＰ電話、ＩＰファックス、ビジネスホン、ファクシミリ、複合機、セキ

ュリティー商品、据付・保守料、ネットワーク取次手数料 

移動通信サービス関連事業 携帯電話、移動体加入手数料 

インターネットサービス関連事業 レンタルサーバー、サイトヘルパー、ｅ－Ｒａｎｋ、ＩＳＰ 



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

  

(注)１ 事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な事業内容 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用金額は970,105千円であり、その主なものは、提出会社の

総務人事部、財務管理部等の管理部門に係る費用であります。 

４ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（事業区分の方法の変更） 

当社グループは、従来、損益管理の基本単位である事業所を中心として、ビジネスホン・複合機を主力とする情報通信

サービス関連事業、携帯電話を主力とする移動通信サービス関連事業、Ｓｉｔｅ Ｈｅｌｐｅｒ・ｅ-Ｒａｎｋ・ＡＳＰサ

ービス・ＩＳＰサービスを主力とするインターネットサービス関連事業の事業区分により表記しておりました。 

しかし、ビジネスホン等ユーザーに対するＳｉｔｅ Ｈｅｌｐｅｒ・ｅ-Ｒａｎｋ（以下、ＩＴ商品）の複合提案販売が

順調に拡大し、情報通信サービス関連事業に含まれるＩＴ商品等関連損益の割合が増加することとなり、従来インターネ

ットサービス関連事業に含まれていたＩＴ商品と合わせて表記することが、会社の経営成績をより適切に反映するもので

あること、また、前連結会計年度よりサービス提供を開始したオフィスサプライサービスについて、資産及び損益管理の

体制が整い、将来当社グループ全体に対する顧客サービスの事業戦略上重要な位置付けを担うこととなったことから、Ｉ

Ｔ商品に関する区分をインターネットサービス関連事業から情報通信サービス関連事業に変更し「ソリューション事業」

に、「移動通信サービス関連事業」は「モバイル事業」に、オフィスサプライサービスに関する区分を情報通信サービス

関連事業からインターネットサービス関連事業に変更し、従来区分のＡＳＰサービス、ＩＳＰサービスと合わせて「サー

ビス＆サポート事業」としてそれぞれ表記することと致しました。 

なお、当連結会計年度のセグメント情報を、前連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分すると下記のと

おりであります。 

  

ソリューショ

ン事業 

(千円) 

モバイル事業

(千円) 

サービス＆ 

サポート事業

(千円) 

計(千円) 
消去又は 

全社(千円) 
連結(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
17,567,425 3,264,491 1,508,806 22,340,724 ― 22,340,724 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
30,868 ― 305,172 336,041 (336,041) ― 

計 17,598,293 3,264,491 1,813,979 22,676,765 (336,041) 22,340,724 

営業費用 15,631,040 3,349,992 2,111,912 21,092,945 609,647 21,702,593 

営業利益又は営業損失

(△) 
1,967,253 △85,500 △297,933 1,583,819 (945,688) 638,130 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

  資本的支出 
           

資産 2,868,179 658,851 812,041 4,339,072 7,124,087 11,463,160 

減価償却費 35,822 16,519 25,979 78,321 53,531 131,853 

資本的支出 14,224 2,382 36,408 53,014 1,047,261 1,100,276 

事業区分 主要商品又はサービス 

ソリューション事業 
ＩＰ電話、ＩＰファックス、ビジネスホン、ファクシミリ、複合機、セキ

ュリティー商品、据付・保守料、ネットワーク取次手数料、Ｓｉｔｅ Ｈ

ｅｌｐｅｒ、ｅ－Ｒａｎｋ 

モバイル事業 携帯電話、移動体加入手数料 

サービス＆サポート事業 ＡＳＰサービス、ＩＳＰサービス、オフィスサプライサービス 



当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  

  

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がない
ため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

情報通信 

サービス 

関連事業 

(千円) 

移動通信 

サービス 

関連事業 

(千円) 

インターネッ

トサービス 

関連事業 

(千円) 

計(千円) 
消去又は 

全社(千円) 
連結(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
16,579,697 3,264,491 2,496,535 22,340,724 ― 22,340,724 

(2) セグメント間の 

  内部売上高又は 

  振替高 

30,868 ― 305,172 336,041 (336,041) ― 

計 16,610,565 3,264,491 2,801,708 22,676,765 (336,041) 22,340,724 

営業費用 15,027,252 3,349,888 2,715,804 21,092,945 609,647 21,702,593 

営業利益又は 

営業損失（△） 
1,583,312 △85,396 85,903 1,583,819 (945,688) 638,130 

Ⅱ 資産、減価償却費 

  及び資本的支出 
           

資産 2,869,374 658,851 810,846 4,339,072 7,124,087 11,463,160 

減価償却費 33,237 16,519 28,564 78,321 53,531 131,853 

資本的支出 10,284 2,382 40,348 53,014 1,047,261 1,100,276 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 
平成13年3月13日の臨時株主総会決議により、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権を以下の各取締役に付与
しております。権利行使によって当期発行された株式は以下のとおりであります。 
(1) 氏名、付与した株式数、当期発行株式数及び新株発行予定残数 

新株発行予定残数とは、特別決議による新株発行予定数から既に発行した株数を減じた数のことであります。 
なお、当社は、平成13年8月20日付で1株を2.6株に、平成14年11月13日付で1株を2株に、平成16年１月20日付で1株を5
株に株式分割しております。 
(2) 株式の種類   普通株式 
(3) 行使価額    68,462円 
(4) 権利行使期間  平成15年４月１日から平成18年３月31日 
  
平成14年10月10日の臨時株主総会決議により、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を以下の
各取締役に付与しております。権利行使によって当期発行された株式は以下のとおりであります。 
(1) 氏名、付与した株式数、当期発行株式数及び新株発行予定残数 

新株発行予定残数とは、特別決議による新株発行予定数から既に発行した株数を減じた数のことであります。 
なお、当社は、平成14年11月13日付で1株を2株に、平成16年１月20日付で1株を5株に株式分割しております。 
(2) 株式の種類   普通株式 
(3) 行使価額    45,100円 
(4) 権利行使期間  平成16年11月１日から平成19年10月31日 

  
平成16年６月25日の株主総会決議により、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を以下の各取
締役に付与しております。権利行使によって当期発行された株式は以下のとおりであります。 
(1) 氏名、付与した株式数、当期発行株式数及び新株発行予定残数 

新株発行予定残数とは、特別決議による新株発行予定数から既に発行した株数を減じた数のことであります。 
(2) 株式の種類   普通株式 
(3) 行使価額    670,000円 
(4) 権利行使期間  平成18年７月１日から平成21年６月30日 
  

区分 氏名 付与した株式数
前連結会計年度

末残数 
当連結会計年度 
発行株式数 

新株発行予定残
数 

取締役 笠原英紘 260 110 110 ― 

取締役 鳴海輝正 260 85 ― 85 

取締役 重川晴彦 130 80 ― 80 

区分 氏名 付与した株式数 
前連結会計年度

末残数 
当連結会計年度
発行株式数 

新株発行予定残
数 

代表取締役 畔柳 誠 500 500 260 240 

取締役 笠原英紘 200 200 200 ― 

取締役 鳴海輝正 200 200 ― 200 

取締役 飯沼 敬 200 200 ― 200 

取締役 重川晴彦 200 200 ― 200 

取締役 國分浩二 100 100 30 70 

監査役 小檜山義男 60 60 60 ― 

区分 氏名 付与した株式数 
当連結会計年度 
発行株式数 

新株発行予定残数 

取締役 國分浩二 40 ― 40 

監査役 小檜山義男 20 ― 20 



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
１ 役員及び個人主要株主等 
平成13年3月13日の臨時株主総会決議により、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権を以下の各取締役に付与しておりま

す。権利行使によって当期発行された株式は以下のとおりであります。 

(1) 氏名、付与した株式数、当期発行株式数及び新株発行予定残数 

新株発行予定残数とは、特別決議による新株発行予定数から既に発行した株数を減じた数のことであります。 

なお、当社は、平成13年8月20日付で1株を2.6株に、平成14年11月13日付で1株を2株に、平成16年１月20日付で1株を5株に株式分割

しております。 

(2) 株式の種類   普通株式 

(3) 行使価額    68,462円 

(4) 権利行使期間  平成15年４月１日から平成18年３月31日 

(5) その他 

鳴海輝正（前連結会計年度末残数 85株）は、平成17年６月24日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。 

  

平成14年10月10日の臨時株主総会決議により、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を以下の各取締役に付

与しております。権利行使によって当期発行された株式は以下のとおりであります。 

(1) 氏名、付与した株式数、当期発行株式数及び新株発行予定残数 

新株発行予定残数とは、特別決議による新株発行予定数から既に発行した株数を減じた数のことであります。 

なお、当社は、平成14年11月13日付で1株を2株に、平成16年１月20日付で1株を5株に株式分割しております。 

(2) 株式の種類   普通株式 

(3) 行使価額    45,100円 

(4) 権利行使期間  平成16年11月１日から平成19年10月31日 

(5) その他 

鳴海輝正（前連結会計年度末残数 200株）は、平成17年６月24日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。 

  

平成16年６月25日の株主総会決議により、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を以下の各取締役に付与し

ております。権利行使によって当期発行された株式は以下のとおりであります。 

(1) 氏名、付与した株式数、当期発行株式数及び新株発行予定残数 

新株発行予定残数とは、特別決議による新株発行予定数から既に発行した株数を減じた数のことであります。 

(2) 株式の種類   普通株式 

(3) 行使価額    670,000円 

(4) 権利行使期間  平成18年７月１日から平成21年６月30日 

  
平成17年６月24日の株主総会決議により、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を以下の各取締役に付与し

ております。権利行使によって当期発行された株式は以下のとおりであります。 

(1) 氏名、付与した株式数、当期発行株式数及び新株発行予定残数 

新株発行予定残数とは、特別決議による新株発行予定数から既に発行した株数を減じた数のことであります。 

(2) 株式の種類   普通株式 

(3) 行使価額    526,000円 

(4) 権利行使期間  平成19年７月１日から平成22年12月31日 

  

区分 氏名 付与した株式数 
前連結会計年度 

末残数 

当連結会計年度 

発行株式数 
新株発行予定残数 

取締役 重川晴彦 130 80 80 ― 

区分 氏名 付与した株式数 
前連結会計年度 

末残数 

当連結会計年度 

発行株式数 
新株発行予定残数

代表取締役 畔柳 誠 500 240 ― 240 

取締役 飯沼 敬 200 200 ― 200 

取締役 重川晴彦 200 200 ― 200 

取締役 國分浩二 100 70 20 50 

区分 氏名 付与した株式数 
前連結会計年度末

残数 

当連結会計年度 

発行株式数 
新株発行予定残数 

取締役 國分浩二 40 40 ― 40 

取締役 石田 誠 20 20 ― 20 

監査役 小檜山義男 20 20 ― 20 

区分 氏名 付与した株式数 
当連結会計年度 

発行株式数 
新株発行予定残数 

代表取締役 畔柳 誠 35 ― 35 

常務取締役 平﨑敏之 50 ― 50 

取締役 飯沼 敬 15 ― 15 

取締役 重川晴彦 15 ― 15 

取締役 國分浩二 15 ― 15 

取締役 石田 誠 15 ― 15 

監査役 小檜山義男 10 ― 10 

監査役 根岸欣司 10 ― 10 



(１株当たり情報) 

  

  
(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 67,767円95銭 １株当たり純資産額 66,584円95銭

１株当たり当期純利益金額 15,995円43銭 １株当たり当期純利益金額 1,899円42銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

14,870円47銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額 

1,864円41銭

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (1株当たり当期純利益金額)     

当期純利益 1,147,561千円 129,131千円 

普通株主に帰属しない金額 80,000千円 ― 千円 

（うち役員賞与） 80,000千円 ― 千円 

普通株式に係る当期純利益 1,067,561千円 129,131千円 

普通株式の期中平均株式数 66,741株 67,984株 

 (潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額)     

当期純利益調整額 ― 千円 ― 千円 

普通株式増加数 5,049株 1,276株 

(うち新株予約権) 5,049株 1,276株 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

1株当たり当期純利益金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

第２回新株予約権 

新株予約権の種類 

商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約

権 

新株予約権の目的となる株式

数：440株 

 なお、これらの概要は、第４

１(２)「新株予約権等の状況」

に記載しております。 

第２回新株予約権 

新株予約権の種類 

商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約

権 

新株予約権の目的となる株式

数：390株 

  

第３回新株予約権 

新株予約権の種類 

商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約

権 

新株予約権の目的となる株式

数：500株 

 なお、これらの概要は、第

４ １(２)「新株予約権等の

状況」に記載しております。 



  
(重要な後発事象) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（投資にかかる重要な事象） 
当社の出資先であるベルネット㈱（取得価額・連結貸
借対照表計上額200,000千円出資比率0.99%）につい
て、当社が、平成17年６月14日付で入手した同社の平
成17年３月期の商法計算書類に継続企業の前提に関す
る重要な疑義が生じている旨の記載がなされておりま
す。 
（新株予約権の発行） 
平成17年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づ
き、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づ
き、以下の要領により、当社および当社の子会社なら
びに当社取引先および当社取引先の取締役、監査役、
執行役員および使用人に対し、ストックオプションと
して新株予約権を発行しております。 
(１)新株予約権の割当を受ける者  

当社および当社の子会社ならびに当社取引先お
よび当社取引先の取締役、監査役、執行役員お
よび使用人のうち、当社の取締役会が認めた者 

(２)新株予約権の目的となる株式の種類及び数 
当社普通株式500株を上限とする。 
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場
合、次の算式により目的となる株式の数を調整
するものとする。ただし、かかる調整は、新株
予約権の目的となる株式の数について行われ、
調整の結果生じる１株未満の端数については、
これを切り捨てるものとする。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率  
また、当社が合併もしくは会社分割を行う場
合、資本の減少、その他これらの場合に準じ
て、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

(３)発行する新株予約権の総数  
500個を上限とする。 
なお、新株予約権１個当たりの目的となる株式
数は、１株とし、(２)に定める株式数の調整を
行った場合は、同様の調整を行う。 

(４)新株予約権の発行価額 
無償とする。 

(５)新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額 
新株予約権の目的となる株式１株当たりの払込
金額は、新株予約権の発行日の属する月の前月
の各日(ただし、取引が成立しない日を除く。) 
におけるジャスダック証券取引所が公表する当
社普通株式の普通取引の最終価額 (以下「最終
価額」という。) の平均値に1.05を乗じた金額
とする。(１円未満の端数は切り上げる。以下
「払込金額」という。) 
ただし、当該払込金額が新株予約権発行の日に
おける最終価額(当日に最終価額がない場合は、
それに先立つ直近日の最終価額。) を下回る場
合は、新株予約権発行の日の最終価額をもって
払込金額とする。 
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割また
は株式併合を行う場合、それぞれ効力発生の時 
をもって次の算式により払込価額を調整し、調
整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。 
調整後払込価額 ＝   

調整前払込価額× 
1 

分割・併合の比率 

（新株予約権の発行） 
平成18年6月27日開催の定時株主総会の決議に基づ
き、会社法第239条の規定に基づき、以下の要領によ
り、当社の取締役、監査役に対し、ストックオプショ
ンとして新株予約権を発行しております。 
(１)新株予約権の割当を受ける者  

当社の取締役、監査役、執行役員および使用人
のうち、当社の取締役会が認めた者 

(２)新株予約権の目的となる株式の種類及び数 
新株予約権の目的である株式の種類及び数 取
締役につき普通株式1,000株、監査役につき普通
株式50株を各事業年度に係る定時株主総会の日
から１年以内の日に発行する新株予約権を行使
することにより交付を受けることができる株式
数の上限とする。 
各新株予約権の目的である株式の数（以下、
「付与株式数」という。）は１株とする。 

(３)発行する新株予約権の総数 
新株予約権の総数 取締役につき1,000個、監査
役につき50個を各事業年度に係る定時株主総会
の日から１年以内の日に発行する新株予約権の
数の上限とする。 

(４)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
各新株予約権の行使に際して出資される財産の
価額は、新株予約権の行使される株式１株当り
の金額を１円とし、これに対象株式数を乗じた
金額とする。 

(５)新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額 
割当日においてブラックショールズモデルによ
り算定した価額を払込金額とする。 

(６)新株予約権を行使することができる期間 
新株予約権を割り当てる翌日から20年間とす
る。 

(７)新株予約権行使の条件  
新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執
行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日か
ら10日間に限り、新株予約権を行使することが
できるものとし、その他の新株予約権の行使の
条件については、本新株予約権の募集事項を決
定する取締役会の決議において定める。 

(８)その他  
当該ストックオプションにつきましては「スト
ック・オプション等に関する会計基準」(企業会
計基準第８号)及び「ストック・オプション等に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第11号)に基づき、「株式報酬費用」として
対象勤務期間において費用処理するものであり
ます。 

  

  

  

  



  

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

また、当社が時価を下回る価額で新株を発行(商
法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づ
く新株予約権の行使の場合を含まない。) また
は、自己株式を処分するときは、次の算式によ
り払込価額を調整し、調整による１円未満の端
数は切り上げる。 
  

  
なお、上記株式数において「既発行株式数」と
は当社の発行済株式総数から当社の保有する自
己株式の総数を控除した数とし、また、自己株
式を処分する場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替えるものとす
る。 

(６)新株予約権を行使することができる期間 
平成19年７月１日から平成22年12月31日までと
する。 

(７)新株予約権行使の条件  
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時
において、当社取締役、監査役、執行役員ま
たは使用人の地位であることを要するものと
する。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認め
ないものとする。 

③ 新株予約権の質入その他一切の処分は認めな
いものとする。 

④ 新株予約権の発行時において当社取引先およ
び当社取引先の役職員であった対象者は、権
利行使時において、当社と当社取引先の取引
関係が良好に継続していること、および当社
への業積寄与が高いと判断できることを要す
る。 

⑤ その他の条件については本株主総会および取
締役会決議に基づき、当社が新株予約権者と
の間で締結する「新株予約権付与契約」の定
めに従うものとする。 

(８)新株予約権の消却事由および消却条件 
① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認され
たとき、当社が完全子会社となる株式交換契
約書承認の議案ならびに株式移転の議案につ
き株主総会で承認されたときは、当社は本件
新株予約権を無償で消却することができる。 

② 新株予約権者が、当社の取締役、監査役およ
び使用人たる地位を失い、権利を喪失した場
合は、ならびに当社取引先および当社取引先
の役職員が権利を喪失した場合、もしくは前
記④に定める条件により、権利を行使する条
件に該当しなくなったときは、当該新株予約
権については無償で消却することができる。 

(９)新株予約権の譲渡制限  
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承
認を要する。 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
  

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×１株当たり払込金額

分割・新株発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

  



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 100,000 100,000 0.8 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 70,000 155,712 2.5 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

560,000 982,860 2.5 
平成24年11月19日～
平成26年３月12日 

計 730,000 1,238,572 2.4 ― 

区分 
１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内
(千円) 

３年超４年以内
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

長期借入金 155,712 155,712 155,712 155,712 



２【財務諸表等】 

 （１）【財務諸表】 

  ①【貸借対照表】 

  

  

    
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)            

Ⅰ 流動資産            

 １ 現金及び預金 ※１   6,601,589   3,468,074  

 ２ 受取手形     4,470   3,184  

 ３ 売掛金     1,859,022   1,207,990  

 ４ 商品     1,038,247   502,213  

 ５ 原材料     8,097   6,803  

 ６ 貯蔵品     5,120   9,709  

 ７ 前渡金     ―   10,500  

 ８ 前払費用     59,579   60,146  

 ９ 未収還付法人税等     ―   406,533  

 10 繰延税金資産     290,590   220,328  

 11 リース残債権     297,157   144,708  

 12 その他     23,325   71,157  

   貸倒引当金     △33,957   △39,541  

   流動資産合計     10,153,242 73.4 6,071,808 54.6

Ⅱ 固定資産            

 １ 有形固定資産            

  (1) 建物 ※１ 1,151,945     1,142,670    

    減価償却累計額   189,286 962,658   243,449 899,220  

  (2) 構築物   13,993     14,698    

    減価償却累計額   5,266 8,727   7,088 7,610  

  (3) 工具、器具及び備品   144,288     159,906    

    減価償却累計額   72,000 72,288   89,889 70,017  

  (4) 土地 ※１   1,187,030   1,378,030  

  (5) 建設仮勘定 ※１   ―   829,523  

   有形固定資産合計     2,230,704 16.1 3,184,402 28.6



  

  

    
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

 ２ 無形固定資産          

  (1) ソフトウェア    5,050   6,346 

  (2) 電話加入権    17,829   18,192 

   無形固定資産合計    22,880 0.2 24,538 0.2

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券    319,882   32,150 

  (2) 関係会社株式    113,637   238,637 

  (3) 出資金    10   ― 

  (4) 長期貸付金    ―   2,074 

  (5) 破産債権、再生債権、 
    更生債権その他これら 
    に準ずる債権 

   17,088   2,474 

  (6) 長期前払費用    4,426   4,827 

  (7) 繰延税金資産    277,909   100,423 

  (8) 保証金    272,337   280,774 

  (9) 長期性預金 ※５   ―   1,000,000 

  (10) 投資不動産 ※１ 391,845     189,836   

    減価償却累計額  92,144 299,700   77,271 112,564 

  (11) その他    140,131   84,754 

    貸倒引当金    △25,234   △10,620 

   投資その他の資産合計    1,419,890 10.3 1,848,061 16.6

   固定資産合計    3,673,476 26.6 5,057,003 45.4

   資産合計    13,826,718 100.0 11,128,812 100.0

      



  

    
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

 １ 支払手形   90,284   77,129 

 ２ 買掛金 ※１   1,191,444   1,002,565 

 ３ 短期借入金   100,000   100,000 

 ４ １年内返済 
   予定長期借入金 

※１   70,000   155,712 

 ５ 未払金 ※６   526,395   348,826 

 ６ 未払費用   407,070   322,434 

 ７ 未払法人税等   472,042   ― 

 ８ 未払消費税等   114,104   11,308 

 ９ 前受保守料   1,157,521   939,548 

 10 前受金   223   2,032 

 11 預り金   95,908   99,099 

 12 リース残債務   407,285   190,833 

 13 前受収益   1,022   8,177 

 14 賞与引当金   381,912   320,000 

 15 その他   6,842   5,413 

   流動負債合計   5,022,057 36.3 3,583,080 32.2

Ⅱ 固定負債         

 １ 長期借入金 ※１   560,000   982,860 

 ２ 退職給付引当金 ※６   420,062   ― 

 ３ 役員退職慰労引当金   186,147   50,000 

 ４ 長期前受保守料   2,935,511   1,877,642 

 ５ その他 ※６   35,467   105,346 

   固定負債合計   4,137,188 29.9 3,015,848 27.1

   負債合計   9,159,245 66.2 6,598,928 59.3

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※２   560,141 4.1 578,482 5.2

Ⅱ 資本剰余金         

 １ 資本準備金 489,261     507,602   

   資本剰余金合計   489,261 3.5 507,602 4.6

Ⅲ 利益剰余金         

 １ 利益準備金 24,800     24,800   

 ２ 当期未処分利益 3,965,845     3,791,455   

   利益剰余金合計   3,990,645 28.9 3,816,255 34.3

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金 

※４   3,029 0.0 3,147 0.0

Ｖ 自己株式 ※３   △375,605 △2.7 △375,605 △3.4

  資本合計   4,667,473 33.8 4,529,883 40.7

  負債・資本合計    13,826,718 100.0 11,128,812 100.0

       



  ②【損益計算書】 

  

  

    
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 ※５         

 １ 情報通信サービス関連事業 
   売上高 

  19,348,466     ―   

 ２ 移動通信サービス関連事業 
   売上高 

  3,906,887     ―   

 ３ インターネットサービス 

   関連事業売上高 
  1,029,841     ―   

 ４ ソリューション事業 
   売上高 

  ―     17,598,293   

 ５ モバイル事業売上高   ―     3,264,491   

 ６ サービス＆サポート事業 
   売上高 

  ― 24,285,195 100.0 463,582 21,326,368 100.0

Ⅱ 売上原価 ※５         

 １ 情報通信サービス関連事業 
   売上原価 

  8,644,880     ―   

 ２ 移動通信サービス関連事業 
   売上原価 

  3,466,804     ―   

 ３ インターネットサービス 
   関連事業売上原価 

  457,940     ―   

 ４ ソリューション事業 
   売上原価 

  ―     8,212,638   

 ５ モバイル事業売上原価   ―     2,775,714   

 ６ サービス＆サポート事業 
   売上原価 

  ― 12,569,624 51.8 370,946 11,359,300 53.3

   売上総利益     11,715,570 48.2 9,967,067 46.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費           

 １ 販売手数料 ※５ 1,254,500     1,215,125   

 ２ 役員報酬   225,999     251,317   

 ３ 給与手当   3,534,814     3,584,273   

 ４ 賞与   750,383     591,242   

 ５ 賞与引当金繰入額   281,166     232,680   

 ６ 退職給付費用   86,975     94,475   

 ７ 役員退職慰労引当金繰入額   25,792     24,910   

 ８ 法定福利費   533,047     567,215   

 ９ 地代家賃   497,623     530,156   

 10 旅費交通費   583,038     573,310   

 11 減価償却費   82,408     103,389   

 12 支払手数料   230,373     311,518   

 13 貸倒引当金繰入額   15,946     16,397   

 14 その他   1,716,440 9,818,509 40.4 1,348,511 9,444,526 44.2

   営業利益     1,897,061 7.8 522,541 2.5



  

  

    
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅳ 営業外収益           

 １ 受取利息   3,383     6,291   

 ２ 受取配当金   4,488     6,410   

 ３ 受取販売奨励金   102,205     54,144   

 ４ 営業支援金収入   ―     17,237   

 ５ 業務受託手数料 ※１ ―     16,212   

 ６ その他   42,698 152,775 0.6 23,943 124,240 0.5

Ⅴ 営業外費用           

 １ 支払利息   19,428     19,361   

 ２ その他   1,075 20,503 0.0 615 19,976 0.1

   経常利益     2,029,333 8.4 626,805 2.9

Ⅵ 特別利益           

 １ 貸倒引当金戻入益   9,645     18,028   

 ２ 保険解約返戻金   74,976     2,040   

 ３ 役員退職慰労引当金戻入益   ―     106,560   

 ４ 投資有価証券売却益   16,880 101,501 0.4 13,165 139,794 0.7

Ⅶ 特別損失           

 １ 固定資産売却損 ※２ 102,627     11,390   

 ２ 固定資産除却損 ※３ 5,886     5,232   

 ３ リース資産解約損   26,124     ―   

 ４ 投資有価証券評価損   ―     200,000   

 ５ 減損損失 ※４ ―     151,468   

 ６ 保険解約損失   1,864 136,502 0.6 6,626 374,718 1.8

   税引前当期純利益     1,994,332 8.2 391,881 1.8

   法人税、住民税及び事業税   989,898     35,548   

   法人税等調整額   △126,934 862,963 3.5 247,667 283,215 1.3

   当期純利益     1,131,368 4.7 108,665 0.5

   前期繰越利益     2,834,476   3,682,790 

   当期未処分利益     3,965,845   3,791,455 

      



売上原価明細書 

(a) 情報通信サービス関連事業売上原価明細書 

※ なお、主な経費の内訳は以下の通りです。 

(b) 移動通信サービス関連事業売上原価明細書 

(c) インターネットサービス関連事業売上原価明細書 

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

Ⅰ 機器原価  
１ 期首商品たな卸高 250,155

２ 当期商品仕入高 6,519,340

３ 期末商品たな卸高 758,020 6,011,475 69.5

Ⅱ 据付及び保守原価  

１ 材料費 80,976
２ 労務費 1,035,317
３ 経費※ 1,517,110 2,633,404 30.5

合計  8,644,880 100.0

項目     前事業年度 

外注費 1,122,398千円

旅費交通費 161,943千円

リース料 79,146千円

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

Ⅰ 商品原価  

１ 期首商品たな卸高 335,914

２ 当期商品仕入高 2,546,299

３ 期末商品たな卸高 271,717 2,610,496 75.3

Ⅱ 手数料収入原価  

１ 支払手数料 856,307 856,307 24.7

合計  3,466,804 100.0

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

Ⅰ 商品原価  

１ 期首商品たな卸高 270

２ 当期商品仕入高 299,920

３ 期末商品たな卸高 8,510 291,680 63.7

Ⅱ 手数料収入原価  

１ 支払手数料 50,452 50,452 11.0

Ⅲ システム管理原価  

１ 材料費 894
２ 労務費 49,751
３ 経費 65,161 115,807 25.3
合計  457,940 100.0



売上原価明細書 

(a) ソリューション事業売上原価明細書 

※ なお、主な経費の内訳は以下の通りです。 

(b) モバイル事業売上原価明細書 

(c) サービス＆サポート事業売上原価明細書 

  

  

  
当事業年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

Ⅰ 機器原価  

１ 期首商品たな卸高 766,530

２ 当期商品仕入高 4,880,660

３ 期末商品たな卸高 368,339 5,278,851 64.3

Ⅱ 据付及び保守原価  

１ 材料費 68,511

２ 労務費 1,009,852

３ 経費※ 1,855,423 2,933,787 35.7

合計  8,212,638 100.0

項目     当事業年度 

外注費 1,413,203千円

旅費交通費 159,358千円

リース料 81,347千円

  
当事業年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

Ⅰ 商品原価  

１ 期首商品たな卸高 271,717

２ 当期商品仕入高 2,087,447

３ 期末商品たな卸高 133,818 2,225,346 80.2

Ⅱ 手数料収入原価  

１ 支払手数料 550,368 550,368 19.8

合計  2,775,714 100.0

  
当事業年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

Ⅰ 商品原価  

１ 期首商品たな卸高 ―

２ 当期商品仕入高 334,024

３ 期末商品たな卸高 54 333,969 90.0

Ⅱ 手数料収入原価  

１ 支払手数料 36,977 36,977 10.0

合計  370,946 100.0



    ③【利益処分計算書】 

  

（注）１ 配当金には、当事業年度において自己株式900株の配当金を除いてあります。 

２ 日付は、株主総会承認日であります。 

  

    
前事業年度

(平成17年６月24日) 
当事業年度 

(平成18年６月27日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益     3,965,845 3,791,455 

          

Ⅱ 利益処分額         

１ 配当金   203,055   204,990   

２ 役員賞与金   80,000   ―   

(うち監査役賞与金)   (3,600) 283,055 (―) 204,990 

Ⅲ 次期繰越利益     3,682,790 3,586,465 



重要な会計方針 

  
  
  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

   同左 

  (2) その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時

価法 

(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

②時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

   同左 

  

  

  

  

②時価のないもの 

 同左 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 商品 

  月次総平均法による原価法 

(1) 商品 

   同左 

  (2) 原材料 

  最終仕入原価法に基づく原価法 

(2) 原材料 

   同左 

  (3) 貯蔵品 

  最終仕入原価法に基づく原価法 

(3) 貯蔵品 

   同左 

３ 固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

 ただし、平成10年４月１日

以降取得の建物(建物附属設

備を除く)については、定額

法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

    建物   34～47年 

(1) 有形固定資産 

   同左 

  (2) 無形固定資産 

  定額法 

 なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

   同左 

  (3) 投資不動産 

  定率法 

 主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物   34年 

(3) 投資不動産 

   同左 

４ 重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

   同左 



  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

   同左 

  (2) 賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与の

支出に備えるため、将来の支給見

込額のうち当事業年度の負担額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

   同左 

  (3) 退職給付引当金 

   従業員に対する退職給付の支給

に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

――――― 

  

  

  

（追加情報） 

  従業員に対する退職給付の支給に

備えるため、従来より当事業年度末

における退職給付債務の見込額に基

づき、当事業年度末において発生し

ていると認められる金額を退職給付

引当金として計上しておりました

が、確定拠出年金法の施行に伴い平

成17年９月30日付で退職一時金制度

を廃止するとともに確定拠出年金制

度に移行し、「退職給付制度間の移

行等に関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第1号）を適用しており

ます。 

 なお、本移行に伴う損益への影響

はありません。  

  (4) 役員退職慰労引当金 

   役員に対する退職慰労金の支出

に備えるため、内規による期末要

支給額を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

   同左 

  

  

（追加情報） 

  従来、役員に対する退職慰労金の

支出に備えるため、内規による期末

要支給額を計上しておりましたが、

業績連動型の報酬制度への移行にあ

たり、平成18年３月31日付をもって

役員退職慰労金制度を廃止すること

といたしました。 

  この変更により、当事業年度にか

かる定時株主総会で退任予定の取締

役及び監査役については、支給予定

額を役員退職慰労引当金として計上

し、その他の取締役及び監査役につ

いては、当中間会計期間末における

役員退職慰労引当金の全額106,560千

円を取り崩し、特別利益に計上して

おります。 



  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

６ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

   同左 

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっておりま

す。また、金利スワップについて

は特例処理の条件を充たしている

場合には特例処理を採用しており

ます。 

(1) ヘッジ会計の方法 

   同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ方法 

  (金利関連) 

①ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 

②ヘッジ対象 

 借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ方法 

   同左 

  (3) ヘッジ方針 

   金利リスクを低減する目的で金

利スワップを利用しております。 

(3) ヘッジ方針 

   同左 

  (4) ヘッジの有効性評価の方法 

   ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段それぞれの相場変

動またはキャッシュ・フロー変動

の累計を比較しております。 

ただし、特例処理によっている

金利スワップについては、有効性

の評価を省略しております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

   同左 

  

  (5) その他ヘッジ会計に係わるリスク

管理方法 

 ヘッジ取引の基本方針は取締役会で

決定され、取引実施部署である業務管

理本部において厳正な管理をおこない

内部牽制機能が有効に作用する体制を

とっております。 

(5) その他ヘッジ会計に係わるリスク

管理方法 

 ヘッジ取引の基本方針は取締役会で

決定され、取引実施部署である財務管

理部において厳正な管理をおこない内

部牽制機能が有効に作用する体制をと

っております。 

８ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要な事

項 

(1) 消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。 

(2) 保守契約取引の会計処理 

   機器販売契約に付随して顧客と

の間で締結する保守契約の対価として

収受する保守料は、保守契約期間に応

じて収益計上しております。 

(1) 消費税等の会計処理 

   同左 

  

  

(2) 保守契約取引の会計処理 

   同左 



  
(会計方針の変更) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

 これにより税引前当期純利益は、151,468千円減少し

ております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 



(表示方法の変更) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

(貸借対照表) 

 前事業年度まで区分掲記していた「未収入金」及び

「保険積立金」は、資産総額の100分の1以下となったた

め、当事業年度からそれぞれ流動資産の「その他」及び

投資その他の資産の「その他」に含めて表示することと

致しました。 

 なお、当事業年度の流動資産の「その他」及び投資そ

の他の資産の「その他」に含まれる「未収入金」及び

「保険積立金」はそれぞれ5,554千円及び103,985千円で

あります。 

(貸借対照表) 

―――――― 

(損益計算書) 

―――――― 

(損益計算書) 

１．当社は、従来、損益管理の基本単位である事業所を

中心として、ビジネスホン・複合機を主力とする情

報通信サービス関連事業、携帯電話を主力とする移

動通信サービス関連事業、Ｓｉｔｅ Ｈｅｌｐｅ

ｒ・ｅ-Ｒａｎｋ・ＡＳＰサービス・ＩＳＰサービ

スを主力とするインターネットサービス関連事業の

事業区分により表記しておりました。 

 しかし、ビジネスホン等ユーザーに対するＳｉｔ

ｅ Ｈｅｌｐｅｒ・ｅ-Ｒａｎｋ（以下、ＩＴ商

品）の複合提案販売が順調に拡大し、情報通信サー

ビス関連事業に含まれるＩＴ商品等関連損益の割合

が増加することとなり、従来インターネットサービ

ス関連事業に含まれていたＩＴ商品と合わせて表記

することが、会社の経営成績をより適切に反映する

ものであること、また、前事業年度よりサービス提

供を開始したオフィスサプライサービスについて、

損益管理の体制が整い、将来顧客サービスの事業戦

略上重要な位置付けを担うこととなったことから、

ＩＴ商品に関する区分をインターネットサービス関

連事業から情報通信サービス関連事業に変更し「ソ

リューション事業」に、「移動通信サービス関連事

業」は「モバイル事業」に、オフィスサプライサー

ビスに関する区分を情報通信サービス関連事業から

インターネットサービス関連事業に変更し、従来区

分のＡＳＰサービス、ＩＳＰサービスと合わせて

「サービス＆サポート事業」としてそれぞれ表記す

ることと致しました。 

 上記の変更により、従来と同様の表記方法によっ

た場合と比較して、旧インターネットサービス関連

事業売上高が987,728千円減少し、情報通信サービ

ス関連事業売上高が987,728千円増加するととも

に、旧インターネットサービス関連事業売上原価が

259,734千円減少し、情報通信サービス事業売上原

価が259,734千円増加しておりますが、売上総利益

に与える影響はありません。 

２．「営業支援金収入」及び「業務受託手数料」は、

前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため区分掲記いたしました。 

 なお、前事業年度における「営業支援金収入」及

び「業務受託手数料」の金額は、それぞれ10,965千

円及び6,529千円であります。 



  
注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

前事業年度 

(平成17年３月31日) 

当事業年度 

(平成18年３月31日) 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務

は次のとおりであります。 

  (1) 担保に供している資産 

(2) 上記に対応している債務 

現金及び預金 293,000千円

建物 819,103千円

土地 899,703千円

投資不動産 224,780千円

計 2,236,587千円

   

買掛金 287,214千円

一年内返済予定 

長期借入金 
70,000千円

長期借入金 560,000千円

計 917,214千円

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務

は次のとおりであります。 

(1) 担保に供している資産 

(2) 上記に対応している債務 

現金及び預金 293,000千円

建物 776,383千円

土地 1,090,703千円

建設仮勘定 829,523千円

投資不動産 81,318千円

計 3,070,928千円

買掛金 222,381千円

一年内返済予定

長期借入金 
155,712千円

長期借入金 982,860千円

計 1,360,953千円

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 230,000株

発行済株式総数 普通株式 68,585株

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 230,000株

発行済株式総数 普通株式 69,230株

※３ 自己株式 

自己株式の保有数 普通株式 900株

※３ 自己株式 

自己株式の保有数 普通株式 900株

※４ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は3,029

千円であります。 

※４ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は3,147

千円であります。 

※５      ―――――― ※５  長期性預金1,000,000千円（期間10年、満期

日平成27年７月15日）は、解約権を銀行が留保

している条件付の定期預金であり、満期日前に

解約を申し出た場合、解約に伴う清算金の支払

により、受取金額が預入元本を下回る可能性の

あるものであります。 

※６      ―――――― ※６  当社は、平成17年９月30日付で退職一時金制

度について確定拠出年金制度に移行し、「退職

給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業

会計基準適用指針第1号）を適用しております。 

    当事業年度末時点における確定拠出年金制度

への未移管額は、126,652千円であり、流動負債

「未払金」及び固定負債「その他（長期未払

金）」に計上しております。 



(損益計算書関係) 

  

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

※１      ――――― ※１ 関係会社に対する事項 

業務受託手数料 16,212千円 

※２ 固定資産売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

     

建物 23,368千円

構築物 13,268千円

土地 65,845千円

電話加入権 145千円

計 102,627千円

※２ 固定資産売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

投資不動産 11,390千円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

建物 3,281千円

工具、器具及び

備品 
2,604千円

計 5,886千円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

建物 4,994千円

工具、器具及び

備品 
238千円

計 5,232千円

※４        ―――――― ※４ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しました。 

 当社は、減損会計の適用にあたり管理会計上

の事業所別に資産のグルーピングを行っており

ますが、投資不動産については独立の資産グル

ープとしてグルーピングをしております。 
 当事業年度において減損の要否の判定を行

い、賃料水準の下落及び継続的な地価の下落に

より、収益性が著しく低下した投資不動産（大

阪府・マンション）及び遊休状態にあり将来の

売却が決定している投資不動産（米国ハワイ

州・土地）については、当事業年度期首におい

て帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失に計上しました。また、遊休状

態にあり売却交渉中であった投資不動産（岩手

県・建物及び土地）については、当事業年度中

の売却完了に至らず、また、継続的に地価が下

落していることから、当事業年度末において帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失に計上しました。  
 その内訳は、以下のとおりであります。 

 なお、上記資産の回収可能価額については、

投資不動産（大阪府・マンション、岩手県・建

物及び土地）については固定資産税評価額に基

づく正味売却価額を、また、投資不動産（米国

ハワイ州・土地）については既に締結済みの売

買契約書における売却価額により評価しており

ます。 

場所 用途 種類 

大阪府 

大阪市旭区 

投資 

不動産 

マンション 
(建物及び土地) 

米国

ハワイ州 
投資

不動産 
土地 

岩手県 

盛岡市 

投資 

不動産 
建物及び土地 

投資不動産（建物） 2,351千円

投資不動産（土地） 149,117千円

計 151,468千円



  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※５ フランチャイズ契約変更 
 当社では、従来全国規模で販売網拡充を図るため、情
報通信サービス関連事業において、法人の通信機器事業
経営希望者に対し、フランチャイズ契約を結んできまし
たが、加盟店（フランチャイジー）数の増加に伴う受注
案件の増加により、顧客管理の充実を図る必要性が生じ
たため、主要な卸売販売加盟店について契約形態の見直
しを行い、取次販売加盟店と致しました。 
 この変更により、当社の販売価格は、卸売販売加盟店
への卸販売価格から一般ユーザーへの直接販売価格とな
るとともに、取次販売加盟店への工事委託費用並びに販
売手数料が新たに発生したため、従来と同様の方法によ
った場合と比較して、売上高は1,351,419千円増加し、
売上原価並びに販売手数料もそれぞれ449,244千円、
902,175千円増加しておりますが、営業利益に与える影
響はありません。 

※５      ――――――



(リース取引関係) 

  

  

(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当事業年度において子会社株式で時価のあるものはございません。なお、その他の項目については、連結財

務諸表における注記事項として記載しております。 

  

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当事業年度において子会社株式で時価のあるものはございません。なお、その他の項目については、連結財

務諸表における注記事項として記載しております。 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース取引 
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リース取引 
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高

相当額 

車両運搬具 8,430千円 5,152千円 3,278千円

工具、器具 
及び備品 

124,515千円 38,738千円 85,777千円

ソフトウェア 216,659千円 88,816千円 127,842千円

合計 349,606千円 132,707千円 216,898千円

 
取得価額

相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高 
相当額 

車両運搬具 12,653千円 9,369千円 3,283千円   

工具、器具

及び備品 
115,285千円 53,799千円 61,485千円   

ソフトウェア 214,922千円 105,119千円 109,803千円   

合計 342,860千円 168,288千円 174,572千円   

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 69,237千円

１年超 150,571千円

合計 219,809千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 67,372千円

１年超 110,324千円

合計 177,697千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当
額 

支払リース料 83,524千円

減価償却費相当額 80,069千円

支払利息相当額 4,638千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相
当額 

支払リース料 74,395千円

減価償却費相当額 71,367千円

支払利息相当額 3,241千円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法によっております。 
利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との
差額を利息相当額とし、各期への配分方法について
は、利息法によっております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
減価償却費相当額の算定方法 

   同左 
  

利息相当額の算定方法 
   同左 



(税効果会計関係) 

  

  

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

  (繰延税金資産) 

 ① 流動資産 

  

   賞与引当金 155,858千円

   未払事業税 34,767千円

   その他 99,965千円

   計 290,590千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

  (繰延税金資産) 

 ① 流動資産 

  

  賞与引当金 130,592千円

  繰越欠損金 35,770千円

  その他 79,674千円

  計 246,036千円

 ② 固定資産 

  

   退職給付引当金損金算入 
   限度超過額 

167,451千円

   役員退職慰労引当金 75,966千円

   会員権評価損否認 3,324千円

   貸倒引当金繰入額否認 6,973千円

   その他 26,282千円

   計 279,998千円

   繰延税金資産合計 570,589千円

 ② 固定資産 

  

  確定拠出年金制度未移換額 51,686千円

  減損損失 59,437千円

  役員退職慰労引当金 20,405千円

  会員権評価損否認 3,324千円

  貸倒引当金繰入額否認 1,010千円

  その他 32,343千円

  計 168,206千円

  繰延税金資産小計 414,242千円

  評価性引当額 △65,613千円

  繰延税金資産合計 348,629千円

  (繰延税金負債) 

   その他有価証券評価差額金 △2,089千円

   繰延税金負債合計 △2,089千円

繰延税金資産(負債)の純額 568,500千円

  (繰延税金負債) 

  ①流動負債 

  ②固定負債 

  仮払事業税 △25,708千円

計 △25,708千円

  その他有価証券評価差額金 △2,169千円

計 △2,169千円

  繰延税金負債合計 △27,878千円

繰延税金資産(負債)の純額 320,751千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

  

 法定実効税率 40.8％

  

 (調整) 

  交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％

  住民税均等割 1.9％

  その他 △0.6％

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.8％

 

(調整)  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 6.2％

 住民税均等割 9.0％

 評価性引当額 16.7％

 その他 △0.4％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 72.3％



(１株当たり情報) 

  

  

(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 67,776円81銭 １株当たり純資産額 66,294円21銭

１株当たり当期純利益金額 15,752円81銭 １株当たり当期純利益金額 1,598円38銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

14,644円92銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額 

1,568円92銭

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（1株当たり当期純利益金額）     

当期純利益 1,131,368千円 108,665千円 

普通株主に帰属しない金額 80,000千円 ― 千円 

（うち役員賞与） 80,000千円 ― 千円 

普通株式に係る当期純利益 1,051,368千円 108,665千円 

普通株式の期中平均株式数 66,741株 67,984株 

（潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額）     

当期純利益調整額 ― 円 ― 円 

普通株式増加数 5,049株 1,276株 

（うち新株予約権） 5,049株 1,276株 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

第２回新株予約権 

新株予約権の種類 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予約権 

新株予約権の目的となる株式数：

440株 

 なお、これらの概要は、第４

１(２)「新株予約権等の状況」に

記載しております。 

第２回新株予約権 

新株予約権の種類 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予約権 

新株予約権の目的となる株式数：

390株 

  

第３回新株予約権 

新株予約権の種類 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予約権 

新株予約権の目的となる株式数：

500株 

 なお、これらの概要は、第４

１(２)「新株予約権等の状況」に

記載しております。 



(重要な後発事象) 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（投資にかかる重要な事象） 
当社の出資先であるベルネット㈱（取得価額・貸借
対照表計上額200,000千円出資比率0.99%）について、
当社が、平成17年６月14日付で入手した同社の平成17
年３月期の商法計算書類に継続企業の前提に関する重
要な疑義が生じている旨の記載がなされております。 
（新株予約権の発行） 
平成17年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づ
き、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づ
き、以下の要領により、当社および当社の子会社なら
びに当社取引先および当社取引先の取締役、監査役、
執行役員および使用人に対し、ストックオプションと
して新株予約権を発行しております。 
(１)新株予約権の割当を受ける者  
当社および当社の子会社ならびに当社取引先およ
び当社取引先の取締役、監査役、執行役員および
使用人のうち、当社の取締役会が認めた者 

(２)新株予約権の目的となる株式の種類及び数 
当社普通株式500株を上限とする。 
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場
合、次の算式により目的となる株式の数を調整す
るものとする。ただし、かかる調整は、新株予約
権の目的となる株式の数について行われ、調整の
結果生じる１株未満の端数については、これを切
り捨てるものとする。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 
また、当社が合併もしくは会社分割を行う場合、
資本の減少、その他これらの場合に準じて、当社
は必要と認める株式数の調整を行う。 

(３)発行する新株予約権の総数  
500個を上限とする。 
なお、新株予約権１個当たりの目的となる株式
数は、１株とし、(２)に定める株式数の調整を行
った場合は、同様の調整を行う。 

(４)新株予約権の発行価額 
無償とする。 

(５)新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額 
新株予約権の目的となる株式１株当たりの払込金
額は、新株予約権の発行日の属する月の前月の各
日(ただし、取引が成立しない日を除く。) にお
けるジャスダック証券取引所が公表する当社普通
株式の普通取引の最終価額 (以下「最終価額」と
いう。) の平均値に1.05を乗じた金額とする。
(１円未満の端数は切り上げる。以下「払込金
額」という。) 
ただし、当該払込金額が新株予約権発行の日にお
ける最終価額(当日に最終価額がない場合は、そ
れに先立つ直近日の最終価額。) を下回る場合
は、新株予約権発行の日の最終価額をもって払込
金額とする。 
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または
株式併合を行う場合、それぞれ効力発生の時をも
って次の算式により払込価額を調整し、調整によ
り生ずる1円未満の端数は切り上げる。 

  
調整後払込価額 ＝   

調整前払込価額× 
1 

分割・併合の比率 

（新株予約権の発行） 
平成18年6月27日開催の定時株主総会の決議に基づ
き、会社法第239条の規定に基づき、以下の要領によ
り、当社の取締役、監査役に対し、ストックオプショ
ンとして新株予約権を発行しております。 
(１)新株予約権の割当を受ける者  

当社の取締役、監査役、執行役員および使用人
のうち、当社の取締役会が認めた者 

(２)新株予約権の目的となる株式の種類及び数 
新株予約権の目的である株式の種類及び数 取
締役につき普通株式1,000株、監査役につき普通
株式50株を各事業年度に係る定時株主総会の日
から１年以内の日に発行する新株予約権を行使
することにより交付を受けることができる株式
数の上限とする。 
各新株予約権の目的である株式の数（以下、
「付与株式数」という。）は１株とする。 

(３)発行する新株予約権の総数 
新株予約権の総数 取締役につき1,000個、監査
役につき50個を各事業年度に係る定時株主総会
の日から１年以内の日に発行する新株予約権の
数の上限とする。 

(４)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
各新株予約権の行使に際して出資される財産の
価額は、新株予約権の行使される株式１株当り
の金額を１円とし、これに対象株式数を乗じた
金額とする。 

(５)新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額 
割当日においてブラックショールズモデルによ
り算定した価額を払込金額とする。 

(６)新株予約権を行使することができる期間 
新株予約権を割り当てる翌日から20年間とす
る。 

(７)新株予約権行使の条件  
新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執
行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日か
ら10日間に限り、新株予約権を行使することが
できるものとし、その他の新株予約権の行使の
条件については、本新株予約権の募集事項を決
定する取締役会の決議において定める。 

(８)その他  
当該ストックオプションにつきましては「スト
ック・オプション等に関する会計基準」(企業会
計基準第８号)及び「ストック・オプション等に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第11号)に基づき、「株式報酬費用」として
対象勤務期間において費用処理するものであり
ます。 



  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

また、当社が時価を下回る価額で新株を発行(商
法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づく
新株予約権の行使の場合を含まない。) または、
自己株式を処分するときは、次の算式により払込
価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り
上げる。 
  

  
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは
当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株
式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処
分する場合には、「新規発行株式数」を「処分す
る自己株式数」に読み替えるものとする。 

(６)新株予約権を行使することができる期間 
平成19年７月１日から平成22年12月31日までとす
る。 

(７)新株予約権行使の条件  
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時
において、当社取締役、監査役、執行役員ま
たは使用人の地位であることを要するものと
する。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認め
ないものとする。 

③ 新株予約権の質入その他一切の処分は認めな
いものとする。 

④ 新株予約権の発行時において当社取引先およ
び当社取引先の役職員であった対象者は、権
利行使時において、当社と当社取引先の取引
関係が良好に継続していること、および当社
への業積寄与が高いと判断できることを要す
る。 

⑤ その他の条件については本株主総会および取
締役会決議に基づき、当社が新株予約権者と
の間で締結する「新株予約権付与契約」の定
めに従うものとする。 

(８)新株予約権の消却事由および消却条件 
① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認され
たとき、当社が完全子会社となる株式交換契
約書承認の議案ならびに株式移転の議案につ
き株主総会で承認されたときは、当社は本件
新株予約権を無償で消却することができる。 

② 新株予約権者が、当社の取締役、監査役およ
び使用人たる地位を失い、権利を喪失した場
合は、ならびに当社取引先および当社取引先
の役職員が権利を喪失した場合、もしくは前
記④に定める条件により、権利を行使する条
件に該当しなくなったときは、当該新株予約
権については無償で消却することができる。 

(９)新株予約権の譲渡制限  
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承
認を要する。 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
  

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×１株当たり払込金額

分割・新株発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

  



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

    【株式】 

  

    

【有形固定資産等明細表】 
  

（注）１ 土地及び建設仮勘定の増加は、研修の強化ならびにサポートセンター業務効率化を目的として、つくばビジネスサポー

トセンターを建設したことによるものであります。 

２ 無形固定資産の金額が資産総額の1％以下であるため、「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略

しております。 

  

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

投資有価証券 その他有価証券 ㈱ビジャスト 200 22,000 

岩崎通信機㈱ 35,617 10,150 

計 35,817 32,150 

資産の種類 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高 
(千円) 

有形固定資産               

 建物 1,151,945 10,021 19,296 1,142,670 243,449 68,465 899,220 

 構築物 13,993 705 ― 14,698 7,088 1,822 7,610 

 工具、器具 
 及び備品 

144,288 29,044 13,426 159,906 89,889 31,076 70,017 

 土地 1,187,030 191,000 ― 1,378,030 ― ― 1,378,030 

 建設仮勘定 ― 829,523 ― 829,523 ― ― 829,523 

有形固定資産計 2,497,258 1,060,295 32,723 3,524,829 340,427 101,364 3,184,402 

無形固定資産               

 ソフトウェア ― ― ― 13,724 7,377 2,276 6,346 

 電話加入権 ― ― ― 18,192 ― ― 18,192 

無形固定資産計 ― ― ― 31,916 7,377 2,276 24,538 

長期前払費用 8,389 10,047 9,568 8,867 4,040 9,647 4,827 



【資本金等明細表】 
  

(注)１ 当期末における自己株式数は900株であります。 

２ 資本金、既発行株式及び資本準備金の当期増加額は、下記のとおりであります。 

①旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使 

②商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

  

  

【引当金明細表】 

  

(注)１ 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額20,822千円及び貸倒引当金設定済債権の回収額

19,457千円であります。 

２ 役員退職慰労引当金の当期減少額（その他）は、平成18年３月31日開催の取締役会において役員退職金制度の廃止が決議

されたことに伴う取崩額であります。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(千円) (注) 560,141 18,341 ― 578,482 

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (注) (株) (68,585) (645) (―) (69,230)

普通株式 (注) (千円) 560,141 18,341 ― 578,482 

計 (株) (68,585) (645) (―) (69,230)

計 (千円) 560,141 18,341 ― 578,482 

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

資本準備金 
 株式払込剰余金 
 (注) 

(千円) 489,261 18,341 ― 507,602 

計 (千円) 489,261 18,341 ― 507,602 

利益準備金及び 
任意積立金 

利益準備金 (千円) 24,800 ― ― 24,800 

計 (千円) 24,800 ― ― 24,800 

普通株式    325株 資本金 11,125千円 資本準備金 11,125千円 

普通株式      320株 資本金 7,216千円 資本準備金 7,216千円 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 (注) 59,192 38,648 7,398 40,279 50,162 

賞与引当金 381,912 320,000 381,912 ― 320,000 

役員退職慰労引当金 186,147 24,910 54,496 106,560 50,000 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

ａ 資産の部 

イ 現金及び預金 
  

  

ロ 受取手形 
  

  

  

  

区分 金額(千円) 

現金 9,415 

預金の種類   

当座預金 71 

普通預金 2,052,692 

別段預金 370 

定期預金 1,405,525 

計 3,458,659 

合計 3,468,074 

区分 金額(千円) 

(イ)相手先別内訳   

 コニカミノルタテクノ東京㈱ 1,935 

 ㈱東伸精工 1,081 

 ㈱ナイキ 167 

合計 3,184 

(ロ)期日別内訳   

 平成18年４月 384 

 平成18年５月 2,504 

 平成18年６月 295 

合計 3,184 



ハ 売掛金 
(イ)相手先別内訳 

  

  

(ロ)売掛金滞留状況 
  

  

ニ 商品 
  

  

ホ 原材料 
  

  

ヘ 貯蔵品 
  

  

ト 長期性預金 
  

相手先 金額(千円) 

エヌ・ティ・ティ・リース㈱ 422,410 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 157,818 

オリックス㈱ 129,757 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 81,581 

三洋電機クレジット㈱ 64,229 

その他 352,194 

合計 1,207,990 

期首残高(千円) 

  

(Ａ) 

当期発生高(千円)

  

(Ｂ) 

当期回収高(千円)

  

(Ｃ) 

当期末残高(千円)

  

(Ｄ) 

回収率(％) 

  

(Ｃ) 
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 

(Ａ)＋(Ｄ) 

２ 

(Ｂ) 

365 

1,859,022 22,392,686 23,043,718 1,207,990 95.0 25.0 

区分 金額(千円) 

ソリューション事業 368,339 

モバイル事業 133,818 

サービス＆サポート事業 54 

合計 502,213 

区分 金額(千円) 

ソリューション事業 6,803 

合計 6,803 

区分 金額(千円) 

カタログ 9,709 

合計 9,709 

相手先 金額(千円) 

㈱三井住友銀行 1,000,000 

合計 1,000,000 



ｂ 負債の部 

イ 支払手形 

(イ)相手先別内訳 
  

  

(ロ)期日別内訳 
  

  

ロ 買掛金 
  

  

相手先 金額(千円) 

西日本電材㈱ 43,745 

岩崎通信機㈱ 25,034 

白山商事㈱ 5,133 

東芝テック㈱ 1,924 

イナバインターナショナル㈱ 1,290 

合計 77,129 

期日別 金額(千円) 

平成18年４月 29,732 

  〃  ５月 23,795 

  〃  ６月 23,600 

合計 77,129 

相手先 金額(千円) 

ソゾン㈱ 211,470 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 110,584 

西日本電信電話㈱ 80,912 

東日本電信電話㈱ 75,488 

㈱ネクストステージ 65,814 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 63,943 

ムラテック販売㈱ 40,689 

その他 353,661 

合計 1,002,565 



ハ 前受保守料 
  

  

ニ 長期前受保守料 
  

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

区分 金額(千円) 

第15期(平成11年４月～平成12年３月) 66,533 

第16期(平成12年４月～平成13年３月) 190,495 

第17期(平成13年４月～平成14年３月) 206,361 

第18期(平成14年４月～平成15年３月) 190,906 

第19期(平成15年４月～平成16年３月) 195,022 

第20期(平成16年４月～平成17年３月) 90,228 

合計 939,548 

区分 金額(千円) 

第16期(平成12年４月～平成13年３月) 90,241 

第17期(平成13年４月～平成14年３月) 288,858 

第18期(平成14年４月～平成15年３月) 459,741 

第19期(平成15年４月～平成16年３月) 667,972 

第20期(平成16年４月～平成17年３月) 370,828 

合計 1,877,642 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注) １ 平成18年６月27日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、当会社の公告方法は次のとおりとなりまし

た。 

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない

場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.ftcom.co.jp/ 

  

  

決算期 ３月31日 

定時株主総会 毎決算期の翌日から３か月以内 

基準日 ３月31日 

株券の種類 １株券、10株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都江東区東砂７丁目10番11号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国支店
野村證券株式会社 全国本支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

端株の買取り   

  取扱場所 
東京都江東区東砂７丁目10番11号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国支店
野村證券株式会社 全国本支店 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料として別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第20期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)平成17年６月27日関東財務局長に提出 

(2) 半期報告書 

事業年度 第21期中(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)平成17年12月16日関東財務局長に提出 

(3) 自己株券買付状況報告書 

平成17年４月５日、平成17年５月13日、平成17年６月20日、平成17年７月６日関東財務局長に提出 

(4) 臨時報告書 

平成18年６月15日関東財務局長に提出 

  

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



  
独立監査人の監査報告書 

  

株式会社 エフティコミュニケーションズ 

  

  

  

 
 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エフテ

ィコミュニケーションズの平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エフテ

ィコミュニケーションズ及び連結子会社の平成１７年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

  

  

平成17年６月24日

取   締   役   会   御中 

監査法人 トーマツ   

指 定 社 員 
業務執行社員 

  公認会計士  金  本  澄  男  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  中  山  一  郎  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してい

る。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

株式会社 エフティコミュニケーションズ 

  

  

  

 
 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エフテ

ィコミュニケーションズの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エフテ

ィコミュニケーションズ及び連結子会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減損に係る会計基

準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し連結財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

  

平成18年６月27日

取   締   役   会   御中 

監査法人 トーマツ   

指 定 社 員 
業務執行社員 

  公認会計士  金  本  澄  男  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  阪  田  大  門  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してい

る。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

株式会社 エフティコミュニケーションズ 

  

  

  

 
 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エフテ

ィコミュニケーションズの平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第２０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エフティコ

ミュニケーションズの平成１７年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。
 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

  

  

平成17年６月24日

取   締   役   会   御中 

監査法人 トーマツ   

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  金  本  澄  男  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  中  山  一  郎  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してい

る。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

株式会社 エフティコミュニケーションズ 

  

  

  

 
 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エフテ

ィコミュニケーションズの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第２１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エフティコ

ミュニケーションズの平成１８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 会計方針の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなったため、この会計

基準を適用し財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

  

平成18年６月27日

取   締   役   会   御中 

監査法人 トーマツ   

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  金  本  澄  男  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  阪  田  大  門  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してい

る。 
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